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１ 計画の概要 

１-１ 計画策定の目的及び背景 

南魚沼市においては、令和 2 年に策定した「南魚沼市地域公共交通網形成計画」に基づき、

市民の日常的な移動を支援するとともに、持続可能な公共交通網の形成に向けた取組みを進め

てまいりました。 

本市の公共交通について、鉄道では、南北への周辺市町との広域・大規模輸送を担う JR 上

越線、他都県を含めた広域輸送を担う上越新幹線が運行されているほか、六日町駅から県西部

への県内輸送を担う北越急行ほくほく線の 3 路線が運行されています。路線バスについては、

魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町を介する広域区間を運行する路線と、主に六日町駅、魚沼

基幹病院・大和地域包括医療センターを起点に、市内郊外部へ運行する路線が運行されていま

す。路線バスを補完する交通として、運行事業者が市民バスを運行していますが、路線バス、

市民バスともに、運行事業者における乗務員不足などの問題により、運行体制の維持には一定

の対策が必要な状況です。 

また、全国的な社会情勢として、人口減少・少子高齢化に伴い、公共交通の利用者数の減少

やニーズの変化等が想定されており、これに対応した交通手段の検討が行われています。また、

本市同様、主にバス事業における乗務員不足の深刻化や、燃料費の高騰といった問題により、

既存交通ネットワークの維持が困難になる地域も増えつつあります。 

こうした状況を踏まえ、市行政をはじめとする交通に関わる様々な主体が相互に協力して、

本市にとって持続可能かつ有効な公共交通網を形成し、公共交通サービスの維持確保を図るこ

とを目的として、公共交通政策のマスタープラン*となる「南魚沼市地域公共交通計画*」を策

定しました。 
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１-２ 計画の位置付け 

本計画は、上位計画の「第 2 次南魚沼市総合計画」や関連計画の「南魚沼市都市計画マスタ

ープラン」などとの整合を図るとともに、地域公共交通を取り巻く課題を解決するための、公

共交通政策のマスタープランとして策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 計画対象 

本計画の区域は、南魚沼市全域とします。なお、近隣市町を結ぶ広域交通については、関係

自治体や交通事業者と連携を図ります。 

 

１-４ 計画期間 

計画期間は令和 7年度～令和 11 年度の５年間とします。ただし、社会情勢やまちづくりに

大きな変化が生じた場合は、適宜、改定を行います。 

南魚沼市地域公共交通計画 

＜関連計画＞ 

 

・南魚沼市都市計画マスタープラン 

・南魚沼市立地適正化計画 

・第２期魚沼地域定住自立圏共生ビジョン 

など 

＜上位計画＞ 

南魚沼市総合計画 

連携 

図 計画の位置付け 
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２ 地域公共交通を取り巻く現状 

２-１ 地域特性 

２-１-１ 人口動態 

（１）人口推移 

本市の人口は、令和 6 年 1 月１日現在で約 53,300 人となっています。4 年前の令和 2 年

に比べて、約 2,900 人減少しています。 

本市の世帯数は、令和 6 年 1 月１日現在で約 20,400 世帯となっています。4 年前の令和

2 年に比べて、約 300 世帯増加しており、令和 6 年の 1世帯当たり人口は 2.6 人です。 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和 6 年 1 月 1日現在） 

 

■世帯数及び 1 世帯当たり人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和 6 年 1 月 1日現在）  
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（２）将来人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所による人口推計では、本市の人口は、令和２年の約 54,900

人から令和 27 年には約 38,900 人にまで減少することが見込まれています。 

15 歳未満の年少人口割合は、令和２年の 12.0％から令和 27 年の 8.9％に減少、15 歳以

上 65 歳未満の生産年齢人口割合は、54.4％から 47.8％にまで減少、65 歳以上の老年人口

割合は、33.7％から 43.3％に増加する見込みとなっています。 

 

■人口の推計（目標人口） 

 

資料：令和２年国勢調査および国立社会保障・人口問題研究所（各年 10月１日現在）  
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（３）年齢別人口 

令和 6 年 1月１日現在の年齢別人口を見ると 70 歳代が約 8,100人、60 歳代が約 7,700

人と多くなっています。60 歳以上の人口は、全人口の 41.4％となっています。 

 

■年齢別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和 6 年 1 月 1日現在） 

 

（４）地区別人口 

令和５年 12 月末現在の地区別人口を見ると、六日町地区が約 13,300 人と最も多く、次

いで、塩沢地区が約 6,900 人、浦佐地区が約 4,400 人となっています。 
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資料：南魚沼市  
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■地域（地区）区分図 
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（５）人口分布 

全体の人口分布を見ると、鉄道駅や主要道路の沿線を中心に人口集中が見られますが、山間

部においても一部人口が集中している地域が見られます。また、高齢者の分布状況を見ると、

山間部の高齢化率が高くなっています。 

■人口分布状況（総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■65 歳以上人口              ■高齢化率 
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２-１-２ 通勤および通学における流入出 

（１）通勤流動 

市内外への通勤者数を見ると、市内在住者で市内に通勤している人が最も多く 24,657 人と

なっています。市内在住者の市外への通勤は、魚沼市（1,333 人）、湯沢町（1,271 人）が多

くなっており、市外在住者の市内への通勤は、魚沼市（1,999人）、十日町市（757人）が多

くなっています。 

 

■通勤流動図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 
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（２）通学流動 

  市内外への通学者数を見ると、市内在住者で市内に通学している人が最も多く 1,670 人とな

っています。市内在住者の市外への通学は、長岡市（222 人）、魚沼市（220 人）が多くなっ

ており、市外在住者の市内への通学は、魚沼市（232 人）、長岡市（125 人）が多くなってい

ます。 

 

■通学流動図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 
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２-１-３ 主要施設の立地状況 

主要施設の立地状況を見ると、六日町駅を中心に、浦佐駅、塩沢駅周辺での立地が多くなっ

ています。 

 

■施設等の立地状況 
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（１）主な商業施設 

商業施設は、六日町駅周辺～塩沢駅周辺の区域にて特に多い状況にあります。 

 

■商業施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市（令和７年３月現在） 

  

種類 No. 店舗名 種類 No. 店舗名

1-1 原信六日町店 1-19 ドラッグトップス六日町店

1-2 原信塩沢店 1-20 ドラッグトップス川窪店

1-3 原信川窪店 1-21 ウエルシア南魚沼六日町店

1-4 ダイレックス六日町店 1-22 ウエルシア南魚沼塩沢店

1-5 スーパーV六日町店 1-23 ウエルシア南魚沼浦佐店

1-6 はりまや石打店 1-24 ドラッグセイムス塩沢店

1-7 はりまや塩沢本店 1-25 クスリのアオキ美佐島店

1-8 はりまや72（ナッツ）店 1-26 しまむら・バースデイ・アベイル塩沢店

1-9 キューピット大和 1-27 HIRASEI遊六日町店

1-10 ホームセンターウラサ 1-28 ダイソー塩沢店

1-11 コメリパワー六日町店 1-29 洋服の青山六日町店

1-12 ひらせいホームセンター浦佐店 1-30 ケーズデンキ六日町インター店

1-13 ひらせいホームセンター塩沢店 1-31 ヤマダデンキ テックランド六日町店

1-14 コメリパワー六日町店PRO 1-32 コマツデンキ六日町店

1-15 ホームマートおおつか 1-33 コマツデンキ塩沢店

1-16 ABCストアー 1-34 蔦屋書店六日町店

1-17 イオン六日町店

1-18 六日町駅前ショッピングセンターララ

スーパー

ドラッグストア

専門店

ホームセンター

ショッピングセンター
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（２）主な医療施設 

医療施設は、浦佐駅、六日町駅、塩沢駅の周辺に集中している様子が見られます。 

 

■医療施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市（令和７年３月現在） 

種類 No. 名称 種類 No. 名称

2-1 南魚沼市民病院 2-13 ひとみレディースクリニック

2-2 五日町病院 2-14 萌気園二日町診療所

2-3 齋藤記念病院 2-15 荒川診療所

2-4 魚沼基幹病院 2-16 南魚沼市立城内診療所

2-5 大和地域包括医療センター 2-17 南魚沼市立中之島診療所

2-6 南魚沼保健所 2-18 今泉記念館ゆきあかり診療所

2-7 藤島眼科医院 2-19 ほうじゅクリニック

2-8 河内医院 2-20 あんべクリニック

2-9 米倉医院 2-21 萌気園浦佐診療所

2-10 医療法人社団　やすかわ整形外科 2-22 萌気園あやめ診療所

2-11 六日町アイクリニック 2-23 うおぬま矯正歯科クリニック

2-12 六日町こどもクリニック 2-24 うらさ耳鼻科クリニック

一般診療所

病院

一般診療所
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（３）主な公共施設 

公共施設は、一定の人口分布が見られる地域を中心に点在しています。 

 

■公共施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市（令和７年３月現在） 

  

種類 No. 名称 種類 No. 名称 種類 No. 名称

3-1 南魚沼市役所本庁舎 3-14 ディスポート南魚沼 3-28 浦佐地区センター

3-2 南魚沼市役所大和庁舎 3-15 大原運動公園 3-29 薮神地区センター

3-3 南魚沼市役所塩沢庁舎 3-16 小栗山サンスポーツランド 3-30 大崎地区センター

3-4 南魚沼市斎場 3-17 南魚沼市トレーニングセンター 3-31 東地区センター・里山会館ほっか

3-5 可燃ごみ処理施設 3-18 南魚沼市福祉センターしらゆり 3-32 六日町地区センター

3-6 不燃ごみ処理施設 3-19 大和老人福祉センター湯咲荘 3-33 五十沢地区センター

3-7 南魚沼市消防署 3-20 塩沢老人福祉センター 3-34 城内地区センター

3-8 南魚沼市消防署大和分署 3-21 養護老人ホーム魚沼荘 3-35 大巻地区センター

3-9 南魚沼市湯沢消防署 3-22 ふれ愛支援センター 3-36 塩沢地区センター

3-10 大和公民館 3-23 南魚沼地域振興局 3-37 上田地区センター

3-11 塩沢公民館 3-24 南魚沼警察署 3-38 中之島地区センター

3-12 南魚沼市民会館 3-25 六日町郵便局 3-39 石打地区センター

3-13 南魚沼市図書館 3-26 大和郵便局

3-27 塩沢郵便局

庁舎施設
体育施設

地区

センター

環境衛生施設

福祉施設

消防施設

文化施設 その他官公庁

施設等
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（４）主な教育施設 

教育施設は、六日町駅周辺に一定数が集中しているほか、一定の人口分布が見られる地域

を中心に点在しています。 

 

■教育施設の立地状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市（令和７年３月現在） 

種類 No. 名称 種類 No. 名称

4-1 南魚沼市立石打小学校 4-15 南魚沼市立おおまき小学校

4-2 南魚沼市立栃窪小学校 4-16 南魚沼市立上田小学校

4-3 南魚沼市立中之島小学校 4-17 南魚沼市立塩沢中学校

4-4 南魚沼市立塩沢小学校 4-18 南魚沼市立六日町中学校

4-5 南魚沼市立六日町小学校 4-19 南魚沼市立大和中学校

4-6 南魚沼市立城内小学校 4-20 南魚沼市立八海中学校

4-7 南魚沼市立北辰小学校 4-21 新潟県立塩沢商工高等学校

4-8 南魚沼市立薮神小学校 4-22 新潟県立六日町高等学校

4-9 南魚沼市立後山小学校 4-23 新潟県立国際情報高等学校

4-10 南魚沼市立浦佐小学校 4-24 新潟県立八海高等学校

4-11 南魚沼市立大崎小学校 4-25 国際大学

4-12 南魚沼市立赤石小学校 4-26 北里大学

4-13 南魚沼市立三用小学校 特別支援学校 4-27 南魚沼市立総合支援学校

4-14 南魚沼市立五十沢小学校 専門学校 4-28 北里大学保健衛生専門学院

大学

小学校

小学校

中学校

高等学校
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（５）主な観光施設 

観光施設は、山間部を含めた全域に広く分布しています。 

 

■観光施設の立地状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市（令和７年３月現在）  

No. 名称 No. 名称 No. 名称

5-1 上越国際スキー場 5-15 今泉記念館アートステーション 5-29 上の原温泉

5-2 石打丸山スキー場 5-16 池田記念美術館 5-30 浦佐温泉

5-3 シャトー塩沢スキー場 5-17 上越国際プレイランド 5-31 上野鉱泉

5-4 六日町八海山スキー場 5-18 道の駅南魚沼「雪あかり」 5-32 坂戸山カタクリ群生地

5-5 ムイカスノーリゾート 5-19 雪国観光センター「魚野の里」 5-33 八海山

5-6 舞子スノーリゾート 5-20 上田の郷 5-34 大崎ダム公園(キャンプ場)

5-7 八海山麓スキー場 5-21 魚沼の里 5-35 わらびのオートキャンプ場

5-8 外山康雄　野の花館 5-22 ハツカ石温泉 5-36 五十沢キャンプ場

5-9 関興寺 5-23 五十沢温泉 5-37 魚沼スカイライン

5-10 雲洞庵 5-24 大沢山温泉 5-38 大原運動公園

5-11 毘沙門堂・普光寺 5-25 舞子温泉 5-39 登川河川公園

5-12 雪国まいたけ物産館 5-26 丸山温泉 5-40 八色の森公園

5-13 アグリコア越後ワイナリー 5-27 畔地温泉 5-41 上の原公園

5-14 トミオカホワイト美術館 5-28 六日町温泉 5-42 銭淵公園
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２-１-４ 運転免許保有状況 

本市民における運転免許の保有状況は、経年的に減少傾向にありましたが、令和 5 年には、

主に普通免許取得者の増加により、全体についても増加に転じています。 

一方で、二種免許保有者については、経年的に減少傾向が続いています。 

 

■運転免許保有件数（第一種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運転免許保有件数（第二種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：新潟県警察「交通年鑑」（各年 12 月末現在） 

5,533 5,500 5,458 5,379 5,379 

27,084 26,573 26,125 25,723 25,492

5,583 5,795 6,063 6,302 6,541
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２-１-５ 免許返納件数 

 市内在住者の免許返納件数は減少傾向にあり、令和６年は 241 件となっています。 

 

■市内在住者の免許返納件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼警察署 

２-１-６ 自動車保有状況 

自家用車の保有台数は、令和 5 年３月末現在で 33,680 台となっています。 

１世帯当たりの自家用車保有台数は、令和 5 年３月末現在で約 1.7台となっています。 

 

■１世帯当たりの自家用車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省地方運輸局統計情報（各年 3月末現在） 

34,187 34,123 34,094 33,824 33,680
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２-１-７ 観光来訪者 

観光入込客数は、令和元年から令和２年にかけて大きく減少しており、令和５年時点で

は、約 290 万人となっています。 

 

■観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市 
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２-２ 地域公共交通の現状 

２-２-１ 地域公共交通ネットワーク* 

本市の公共交通は、鉄道はＪＲ上越線が南北に運行しており、市内には 8 駅が立地していま

す。また、六日町駅から西に北越急行ほくほく線が運行しており、六日町駅・魚沼丘陵駅から県

西部へアクセスが可能になっており、ともに広域の地域間の移動を担っています。また、浦佐

駅は上越新幹線が接続しており、首都圏や新潟への広域アクセスを担っています。 

民間事業者による路線バスは、南越後観光(株)にて 10 路線が運行しており、うち 4 路線が

周辺市町へ接続する広域路線となっています。残る 6 路線のうち 5路線は、六日町駅を発着し

ており、市街地から各地域への地域間輸送を担う形態となっています。 

加えて、路線バスを補完する役割で運行されている市民バスが、大和地域で 6 路線、六日町

地域で 4 路線、塩沢地域で 4 路線運行されており、市内の地域内・地域間輸送を担っています。 

鉄道及びバス交通が利用可能な人口は約 42,000 人であり、全人口の約 77％となっていま

す。（総務省統計局の令和２年国勢調査地域メッシュデータを利用して、鉄道・バス交通のカバ

ー圏域人口を算出。その場合、カバー圏域*を鉄道については駅から徒歩 800ｍ以内、バスに

ついては停留所から徒歩 300m 以内としました。） 

 

■南魚沼市内の地域公共交通網 

 

 

 

 

 

 

 

  

栃窪・岩之下コース 
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■南魚沼市内の地域公共交通の運行状況 

 

※：地域内フィーダー系統* 

 

 

  

路線名 運行主体 運行エリア 運行本数

新幹線 上越新幹線 東日本旅客鉄道(株) 東京駅～浦佐駅～新潟駅
平日　上下：21便

休日　上下：22便

上越線 東日本旅客鉄道(株) 高崎駅～六日町駅～宮内駅
平日　上り：27便 下り：17便

休日　上り：31便 下り：17便

ほくほく線 北越急行（株） 六日町駅～犀潟駅 平日　18便　休日　17便

小出線 六日町駅前～魚沼市役所
平日　上下各6便

休日　上下各5便

野中線 六日町駅前～野中
平日　上り：6便　下り：5便

休日　上下各4便

八海山線 六日町駅前～八海山スキー場
平日　上下各7便

休日　上下各4便

六日町車庫前～道の駅ゆきあかり～湯沢車庫前 上下各1便

六日町駅前～大木六～湯沢車庫前 上下各2便

イオン線 六日町駅前～六日町車庫前 上り：3便　下り：5便

市民病院線 六日町駅前～南魚沼市民病院 上下各4便

魚沼基幹病院線 十日町車庫前～魚沼基幹病院 上下各4便

八海中学校線 野田～八海中学校
平日のみ

上り：3便　下り：1便

六日町駅前～清水 上下各2便

六日町駅前～沢口
平日　上り：5便　下り：4便

休日　上り：3便　下り：2便

森宮野原駅線 湯沢車庫前～森宮野原駅前
平日　上り：4便　下り：5便

休日　上り：4便　下り：3便

浦佐・五箇コース (株)浦佐タクシー
魚沼基幹病院～境川～

大和地域包括医療センター
11便/日

後山・辻又コース
浦佐タクシー(株)

やまとタクシー(株)
辻又～大和地域包括医療センター 上り1便/下り2便

薮神コース 魚沼基幹病院～大和地域包括医療センター 5便/日

赤石コース
魚沼基幹病院～荒山センター

～大和地域包括医療センター
4便/日

三用コース 小千谷観光バス(株) 浦佐駅西口～高田～浦佐駅西口 5便/日

大崎コース 南越後観光バス(株)
魚沼基幹病院～魚沼荘

～大和地域包括医療センター
5便/日

君帰・茗荷沢コース
(株)浦佐タクシー

銀嶺タクシー(株)
浦佐駅東口～六日町駅前 上下各3便

南魚沼市役所～上出浦橋～

福祉センターしらゆり 
4便/日

ふれ愛支援センター～南魚沼市役所 1便/日

大巻・泉コース（※） 銀嶺タクシー(株) 泉新田・保育園バス停～銀嶺タクシー前 上下各2便

五十沢・大月コース

（※）
南越後観光バス(株) 清水瀬～福祉センターしらゆり 上下各2便

石打・竹俣コース（※） 五十嵐～南魚沼市役所 上下各2便

中之島・吉里コース

（※）
柄沢～南魚沼市役所 上下各2便

上田・泉田コース（※） 銀嶺タクシー(株) 小松沢十字路～福祉センターしらゆり 上下各2便

栃窪・岩之下コース
マルカタクシー合資

会社

のりば：栃窪区・岩の下区の自宅等

おりば：塩沢市街地・六日町市街地のバス停
※デマンド交通

タクシー

在来線

湯沢線 

清水線

路線

バス

銀嶺タクシー、やまとタクシー、浦佐タクシー、マルカタクシー、介護タクシーさくら、

美咲タクシー、六日町タクシー、魚沼中央タクシー

市民

バス

南越後観光バス(株)

城内コース（※） 南越後観光バス(株)

やまとタクシー(株)

(株)魚沼中央トラン

スポート
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２-２-２ 鉄道 

（１）運行概要 

JR 上越線が、南北に貫くように運行しており、特に六日町駅は市内交通との結節点、浦佐

駅は上越新幹線を介した広域結節点として、それぞれ重要な位置にあります。一方で、残る

6 駅（八色駅、五日町駅、塩沢駅、上越国際スキー場前駅、大沢駅、石打駅）及び北越急行

ほくほく線魚沼丘陵駅は無人駅となっています。 

 

（２）利用状況 

令和 5 年度の市内の駅（有人駅）の１日平均乗車人員は、「六日町駅」で 1,324 人、「浦

佐駅」で 1,290人となっています。 

 

■１日平均乗車人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料: 東日本旅客鉄道（株） 
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２-２-３ 路線バス 

（１）運行概要 

路線バスは、複数市町に及ぶ広域運行として、大和地域～十日町市、六日町地域～魚沼市、

六日町地域～湯沢町を結ぶ 3 路線が運行されているほか、湯沢町～南魚沼市～十日町市～津南

町～栄村を結ぶ湯沢-森宮野原駅線が、本市を経由して運行されています。 

市内での地域間運行としては、六日町を起点に 5 路線が運行されており、その他通学用の 1

路線が運行されています。 

 

（２）利用状況 

年度別輸送人員を見ると、多くの路線で令和 2年度に利用者数が減少しているが、森宮野原

線、市民病院線が翌年度から回復傾向にあるとともに、それ以外の路線についても、令和 4年

度以降には回復傾向に転じているものが多い。一方で、湯沢線は直近でも減少傾向が続いてい

るほか、清水線でも令和 5 年度には減少に転じている。 

 

■路線別・年度別輸送人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                            資料: 南魚沼市 
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■近年縮小・廃止となったバス路線 

[縮小] 

 

 

 

 

 

 

[廃止] 

 
※野田～八海中学校間は「八海中学校線」と名称変更し運行を継続 

 

  

路線名 系統名

浦佐線 羽根川～小出駅前・荒金入口・魚沼基幹病院～浦佐駅東口

浦佐線（※） 六日町駅前～五日町駅前～浦佐駅東口

路線名 系統名 運行本数（R1） 運行本数（R6）

小出線 六日町駅前～新国道・小出駅～羽根川 上下各８便 上下各6便

六日町車庫前～新国道～湯沢車庫前 上下各3便 上下各1便

六日町車庫前～大木六～湯沢車庫前 上下各5便 上下各2便

六日町車庫前(現イオン線) 六日町駅前～イオン六日町店～六日町車庫前 上り：4便　下り：6便 上り：3便　下り：5便

清水線 六日町駅前～畑新田～清水 上下各3便 上下各2便

六日町線 (現湯沢線)
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２-２-４ 市民バス 

（１）運行概要 

市民バスは、大和地域では魚沼基幹病院・大和地域包括医療センターを起点に 6 路線、六日

町地域では六日町駅や福祉センターしらゆりを起点に 4 路線、塩沢地域では六日町駅を中心に

3 路線が運行されています。また、これらに加えて、山間部の集落における小規模輸送を担う

路線として、栃窪・岩之下コースがデマンド*型で運行されています。 

 

（２）利用状況 

１）年度別利用者数（全体・地域別） 

市民バス全体の利用者数では、令和 5 年度は約 42,000 人となっています。経年での推移

を見ると、令和 2年以降は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もありやや減少しました

が、令和 4年以降は回復傾向に転じています。 

地域別でも、概ね同様の推移となっていますが、大和地域では、令和 4年度にはコロナ禍

前の水準まで回復しており、令和 5年度はさらに利用者数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市 

  

44,790 
40,493 39,971 40,313 42,485 

22,422 21,750 22,125 22,659 24,185 

13,664 
11,037 10,722 9,984 11,115 

8,704 7,706 7,124 7,670 7,185 

(60,000)
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令和元年 令和２年 令和3年 令和4年 令和5年

合計 大和地域 六日町地域 塩沢地域

（人）
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２）年度別利用者数（路線別） 

①路線別利用者数の推移 

令和元年からの推移を見ると、多くの路線で利用者数が減少していますが、三用コース、

後山・辻又コース（ともに大和地域）については、利用者数が増加しています。また、六日

町地域の 3路線については、直近では利用者数が回復傾向にあり、令和元年の水準に戻りつ

つあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南魚沼市  

8,033 8,142 

7,599 7,604 

7,034 

853 
849 

3,044 

3,351 

2,706 

1,971 

1,750 

1,580 

1,589 1,577 

2,320 

2,293 

1,696 

1,522 1,460 

5,057 5,229 

4,749 

5,366 

7,781 

4,188 

3,487 3,457 
3,227 

3,627 

7,798 

6,846 
6,654 

5,982 

6,662 

1,936 
1,381 

1,177 1,223 1,366 

3,930 

2,810 
2,891 

2,779 

3,087 
2,792 

2,495 
2,094 2,246 

2,127 

3,322 
3,021 

2,931 

3,245 

3,120 
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1,994 

1,799 

276 219 171 185 
139 
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令和元年 令和２年 令和3年 令和4年 令和5年

浦佐・五箇コース 後山・辻又コース 薮神コース

赤石コース 三用コース 大崎コース

城内コース 大巻・泉コース 五十沢・大月コース

石打・竹俣コース 中之島・吉里コース 上田・泉田コース

栃窪・岩之下コース

（人）
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②令和５年度１日あたり乗降数（停留所別） 

１便あたりの停留所をすべて表示しており、コースによって、同じ停留所に複数回停車

する場合や、巡回運行により起点と終点が同じ停留所となる場合があります。 

また、停留所名は令和５年度時点の名称となっています。 

 

■浦佐・五箇コース 

主に浦佐駅から魚沼基幹病院への利用が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■後山・辻又コース 

主に後山中と浦佐駅を結ぶ利用が多く、魚沼基幹病院までの利用者は限定的です。 
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■薮神コース 

ゆきぐに大和病院・魚沼基幹病院に係る利用が特に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■赤石コース 

ゆきぐに大和病院での乗降が特に多く、次いで堂島、黒土新田・戸田ストアーが多くなって

います。 
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■三用コース 

主に浦佐駅西口から魚沼基幹病院への利用が多いほか、浦佐福祉の家に係る利用も一定数み

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大崎コース 

ゆきぐに大和病院に係る移動が特に多くなっています。 
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■城内コース 

南魚沼市役所、ふれ愛支援センターでの乗降が特に多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大巻・泉コース 

郊外部ではある程度決まった停留所からの乗車が多く、いずれも六日町駅との間の利用が多

くなっています。また、六日町駅周辺の市街地部でも、やや利用が多くなります。 
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■五十沢・大月コース 

主に各停留所と六日町駅前を結ぶ利用が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■石打・竹俣コース 

郊外部ではある程度決まった停留所からの利用が多く、いずれも六日町駅との間の利用が多

いです。また、南魚沼市民病院への利用も一定数みられます。 
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■中之島・吉里コース 

 各停留所と六日町駅前を結ぶ利用が多くなっているほか、南魚沼市民病院の利用も多く見ら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■上田・泉田コース 

郊外部ではある程度決まった停留所からの乗車が多く、いずれも六日町駅との間の利用が多

くなっています。また、六日町駅周辺の市街地部でも、やや利用が多くなります。 
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■栃窪・岩之下コース 

少数ながら、栃窪・岩之下地域から塩沢庁舎への生活移動の足として、利用されている様子

がうかがえます。デマンド化以降は、目的地付近への直通で利用されています。 

 

 令和５年４月～７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月～ デマンド運行 
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（３）行政による運行補助の状況 

令和 5 年度における市民バスへの運行補助は、13 路線合計で約 7,900 万円となっていま

す。路線別に見ると、大崎コース、五十沢・大月コース、城内コース、浦佐・五箇コースが

他路線と比較してやや多い傾向にあります。 

また、各路線の路線延長を加味した 1km あたりの経費で見ると、後山・辻又コース、大崎

コース、五十沢・大月コースは、同程度の規模を持つ他の路線と比較して、補助額が多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                    資料：南魚沼市 
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２-２-５ その他の交通サービス 

（１）スクールバス 

小学校、中学校の登下校におけるスクールバスについて、令和 6 年度時点で、以下の 33 系

統が運行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩大崎 E

～大和中 

⑦大崎 B～

大和中 

①⑨赤石 D

～大和中 

⑧五箇三用 C

～大和中 

⑳㉚大月～ 

六日町小 

⑱㉙庄之又～川窪～

君帰～上の原～北辰

小、欠之上～北辰小 

⑫㉘中手原～

山口～城内小 

⑯⑰二日町～五十沢小、 

野中～五十沢小 

㊴㊵五丁歩～ 

中之島小 

㉞㉟㊳㊾ 

栃窪～塩沢中 

㊷㊺石打Ａ～ 

塩沢中 

㊻石打Ｃ 

～塩沢中 

㊽舞子～ 

塩沢中 

㉜清水～上田小、 

㊸上田 A～塩沢中 

㊱㊹上田Ｂ～ 

塩沢中 

大和中学校 

城内小学校 

五十沢小学校 北辰小学校 

六日町小学校 

塩沢中学校 

中之島小学校 

⑥薮神 A

～大和中 

㊼仙石～大木

六～塩沢中 

②五箇～浦佐小 

八海中学校 

㉓大巻 A～ 

八海中 

㉔大巻 B

～八海中 

㉖五十沢 B

～八海中 

㉕五十沢 A～ 

八海中 

⑮野田～おおまき小 

欠之下～おおまき小 

③穴地～ 

大崎小 

⑪後山～大和中 

⑤浦佐～後山小 

㉛長表～ 

上田小 

㉑小栗山～六小 

④海士ケ島 

～大崎小 

R6 スクールバス運行ルート 

㉝沢口～ 

上田小 

⑬⑭泉麓～城

内小 

㊶南田中～石打小 

㉒西泉田～六

日町小 

㉝一之沢～ 

沢口 
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２-３ 各種調査結果の概要 

２-３-１ 市民アンケート調査 

地域住民について、現在の公共交通の利用状況を把握するとともに、日常生活における移

動実態を分析、潜在需要を把握し、今後の地域公共交通ネットワークの再編や既存交通の見

直し等に反映させるため、市民を対象にアンケート調査を実施しました。 

（１）調査内容 

 

（２）調査結果（概要） 

①回答者属性 

■回答者属性 

 

年齢層                  職業 

  

項目 内容 

調査目的 市民の日常的な移動実態や公共交通の利用状況を把握する 

調査方法 郵送配布・郵送回収（QR コードを活用した回収含む） 

調査対象 18 歳以上の市民 3,000 人 

調査時期 2024 年 10月 7 日～10 月 21日 

回収数 1,177 票 

10代

0.5%
20代

3.2%

30代

6.0%

40代

10.8%

50代

12.1%

60～64歳

9.6%65～69歳

11.4%

70～74歳

17.6%

75歳以上

27.7%

無回答

1.0%

n=

n=1,177

会社員・公務員

27.0%

自営業（農家等含む）

13.1%

パート・アルバイト

11.4%

高校生

0.1%

大学・短大・専門学校生

0.8%

無職（年金生活含む）

36.4%

専業主婦（夫）

7.3%

その他

2.6%
無回答

1.3%

n=117

n=1,177



 
 

36 
 
 

※以降のアンケート結果のグラフは、視認性確保のため 5％未満の表記を省略 

②市民の外出動向 

市民の日常生活における移動では、いずれの目的についても大半の市民が自家用車を用いて

移動しており、公共交通が日常的に利用されていない様子がうかがえます。 

 

■目的別の外出時に最もよく利用する移動方法 

 

   買い物                  通院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    通勤・通学              その他の外出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.9%

67.6%

74.5%

68.7%

69.1%

64.4%

74.7%

75.0%

66.3%

71.3%

77.6%

73.3%

68.6%

12.1%

10.8%

13.8%

13.1%

11.3%

10.0%

12.1%

8.7%

17.8%

10.7%

7.1%

13.3%

16.3%

6.0%

12.7%

5.3%

6.1%

12.2%

5.8%

6.6%

7.0%

6.5%

10.1%

8.2%

7.8%

6.1%

7.9%

7.4%

9.4%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

自家用車（自分で運転） 自家用車（家族等の送迎） 路線バス（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車

徒歩 その他 無回答

79.9%

82.4%

84.0%

78.8%

84.5%

73.3%

81.8%

81.7%

75.2%

82.0%

85.9%

75.6%

75.6%

11.3%

6.9%

13.8%

13.1%

7.2%

7.8%

14.1%

11.5%

13.9%

9.8%

17.8%

15.1%

5.6%
8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区

n=102

薮神地区

n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区

n=90

五十沢地区

n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区

n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

自家用車（自分で運転） 自家用車（家族等の送迎） 鉄道（北越急行・上越線）

路線バス（南越後観光バス） 市民バス タクシー

自転車 徒歩 その他

無回答

78.7%

79.4%

81.9%

75.8%

81.4%

73.3%

82.8%

83.7%

75.2%

77.9%

80.0%

75.6%

77.9%

12.1%

10.8%

13.8%

16.2%

10.3%

8.9%

12.1%

11.5%

15.8%

10.7%

11.8%

12.2%

10.5%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,177

浦佐地区

n=102

薮神地区

n=94

大崎地区

n=99

東地区

n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

自家用車（自分で運転） 自家用車（家族等の送迎） 路線バス（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車

徒歩 その他 無回答

70.9%

67.6%

74.5%

68.7%

69.1%

64.4%

74.7%

75.0%

66.3%

71.3%

77.6%

73.3%

68.6%

12.1%

10.8%

13.8%

13.1%

11.3%

10.0%

12.1%

8.7%

17.8%

10.7%

7.1%

13.3%

16.3%

6.0%

12.7%

5.3%

6.1%

12.2%

5.8%

6.6%

7.0%

6.5%

10.1%

8.2%

7.8%

6.1%

7.9%

7.4%

9.4%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区

n=99

東地区
n=97

六日町地区

n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区

n=101

塩沢地区
n=122

上田地区

n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

自家用車（自分で運転） 自家用車（家族等の送迎） 路線バス（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車

徒歩 その他 無回答

51.5%

52.9%

56.4%

53.5%

54.6%

42.2%

60.6%

51.9%

50.5%

49.2%

50.6%

47.8%

45.3%

5.1%

6.9%

6.7%

7.0%

6.9%

11.1%

5.9%

6.6%

37.4%

28.4%

35.1%

42.4%

41.2%

38.9%

31.3%

41.3%

34.7%

34.4%

44.7%

40.0%

41.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区

n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

自家用車（自分で運転） 自家用車（家族等の送迎） 路線バス（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車

徒歩 その他 無回答
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③路線バス・市民バスの利用頻度 

直近 1 カ月以内での路線バス・市民バスの利用頻度を見ても、地域問わず利用しなかった人

が多く、日常的に利用していない人が大半である様子が伺えます。 

 

■直近 1 カ月での路線バス・市民バスの利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1%

6.6%

6.7%

6.7%

87.9%

91.2%

89.4%

92.9%

84.5%

87.8%

83.8%

90.4%

88.1%

84.4%

85.9%

87.8%

90.7%

5.1%

11.3%

6.1%

6.6%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

市民バス・路線バス両方とも利用した 市民バスを利用した

路線バスを利用した 市民バス・路線バス両方とも利用していない

無回答
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④免許返納後に想定される移動手段について 

65 歳以上の回答者に対して、自動車免許返納後の移動手段について尋ねたところ、家族等

の送迎（自家用車）あるいは市民バスが多くなっており、免許返納者における市民バスの必要

性が伺えます。 

 

■目的別の免許返納後に利用が想定される移動手段 

   

自家用車
（家族等の送迎）

路線バス
（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車 徒歩 その他 無回答 合計

全体
n=531

36.3% 17.2% 30.7% 9.7% 6.1% 7.8% 6.0% 2.5% 116.5%

浦佐地区
n=39

46.0% 16.0% 22.0% 10.0% 2.0% 22.0% 4.0% 0.0% 122.0%

薮神地区
n=42

34.0% 22.6% 30.2% 22.6% 1.9% 0.0% 3.8% 5.7% 120.8%

大崎地区
n=39

29.1% 12.7% 21.8% 5.5% 3.6% 9.1% 9.1% 1.8% 92.7%

東地区
n=51

47.5% 13.6% 35.6% 15.3% 3.4% 3.4% 8.5% 3.4% 130.5%

六日町地区
n=39

25.9% 7.4% 13.0% 13.0% 20.4% 18.5% 7.4% 0.0% 105.6%

五十沢地区
n=44

30.4% 21.4% 44.6% 7.1% 3.6% 0.0% 1.8% 0.0% 108.9%

城内地区
n=48

41.4% 19.0% 37.9% 1.7% 3.4% 0.0% 3.4% 5.2% 112.1%

大巻地区
n=47

42.2% 26.6% 29.7% 4.7% 4.7% 4.7% 9.4% 1.6% 123.4%

塩沢地区
n=50

22.2% 7.9% 22.2% 12.7% 15.9% 17.5% 11.1% 1.6% 111.1%

上田地区
n=49

41.5% 37.7% 39.6% 9.4% 1.9% 0.0% 7.5% 1.9% 139.6%

中之島地区
n=39

37.5% 8.3% 39.6% 4.2% 10.4% 4.2% 2.1% 4.2% 110.4%

石打地区
n=44

38.9% 13.0% 33.3% 11.1% 1.9% 14.8% 1.9% 5.6% 120.4%

自家用車
（家族等の送迎）

路線バス
（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車 徒歩 その他 無回答 合計

全体
n=531

36.1% 18.1% 37.8% 15.4% 4.2% 5.8% 4.6% 2.5% 124.7%

浦佐地区
n=39

48.0% 6.0% 38.0% 10.0% 2.0% 26.0% 0.0% 0.0% 130.0%

薮神地区
n=42

32.1% 17.0% 39.6% 20.8% 3.8% 0.0% 5.7% 0.0% 118.9%

大崎地区
n=39

29.1% 14.5% 36.4% 12.7% 0.0% 1.8% 3.6% 5.5% 103.6%

東地区
n=51

44.1% 15.3% 42.4% 28.8% 0.0% 0.0% 10.2% 3.4% 144.1%

六日町地区
n=39

24.1% 16.7% 24.1% 22.2% 11.1% 13.0% 7.4% 0.0% 118.5%

五十沢地区
n=44

28.6% 23.2% 46.4% 8.9% 5.4% 0.0% 1.8% 1.8% 116.1%

城内地区
n=48

41.4% 22.4% 48.3% 3.4% 1.7% 1.7% 5.2% 5.2% 129.3%

大巻地区
n=47

37.5% 23.4% 29.7% 7.8% 1.6% 3.1% 7.8% 4.7% 115.6%

塩沢地区
n=50

20.6% 9.5% 34.9% 22.2% 12.7% 11.1% 6.3% 4.8% 122.2%

上田地区
n=49

43.4% 43.4% 41.5% 17.0% 1.9% 0.0% 3.8% 0.0% 150.9%

中之島地区
n=39

37.5% 12.5% 41.7% 12.5% 8.3% 12.5% 0.0% 0.0% 125.0%

石打地区
n=44

50.0% 13.0% 31.5% 18.5% 1.9% 3.7% 1.9% 3.7% 124.1%

路線バス
（南越後観光バス）

市民バス タクシー 自転車 徒歩 その他 無回答 合計 N

全体
n=531

24.7% 37.9% 15.3% 6.0% 10.0% 16.9% 4.9% 115.9% 667

浦佐地区
n=39

16.0% 38.0% 16.0% 2.0% 28.0% 16.0% 2.0% 118.0% 50

薮神地区
n=42

28.3% 41.5% 20.8% 9.4% 7.5% 11.3% 5.7% 124.5% 53

大崎地区
n=39

27.3% 34.5% 9.1% 0.0% 7.3% 16.4% 3.6% 98.2% 55

東地区
n=51

20.3% 37.3% 20.3% 1.7% 5.1% 23.7% 11.9% 120.3% 59

六日町地区
n=39

13.0% 22.2% 13.0% 18.5% 20.4% 14.8% 3.7% 105.6% 54

五十沢地区
n=44

30.4% 51.8% 10.7% 7.1% 1.8% 7.1% 3.6% 112.5% 56

城内地区
n=48

22.4% 46.6% 6.9% 3.4% 5.2% 27.6% 0.0% 112.1% 58

大巻地区
n=47

40.6% 31.3% 14.1% 1.6% 4.7% 18.8% 6.3% 117.2% 64

塩沢地区
n=50

12.7% 30.2% 22.2% 11.1% 19.0% 15.9% 3.2% 114.3% 63

上田地区
n=49

43.4% 43.4% 13.2% 5.7% 0.0% 18.9% 9.4% 134.0% 53

中之島地区
n=39

14.6% 39.6% 12.5% 8.3% 12.5% 16.7% 6.3% 110.4% 48

石打地区
n=44

25.9% 40.7% 24.1% 3.7% 11.1% 14.8% 3.7% 124.1% 54

免許返納後のかかりつけ医への移動手段

免許返納後の日用品の買い物での移動手段

免許返納後のその他の外出での移動手段

10％～30％：黄色 

30％～50％：緑色 

50％～50％：赤色 
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⑤路線バス（市民バス含む）の利用満足度について 

総合的な満足度を見ると、いずれの地域でもやや不満寄りの傾向が出ています。項目別の結

果では、多くの地域で「車内環境」の評価が最も高かった一方で、ほぼすべての地域で「運行

本数」の評価が低くなっており、同様に特に低い数値が目立つ「運行時間帯」とともに、市内

公共交通の利用促進に向けての大きな課題の一つと言えます。 

 

■路線バス・市民バスの運行サービスについての満足度 

 

 

※各項目について「満足」「やや満足」「ふつう」「やや不満」「不満」の 5 段階で満足度を

伺い、それぞれ 5～1 点の点数を設定し、加重平均に点数化したもので、「3.0」が中間値。 

※地区ごとに最も数値が高い項目を赤色、最も低い項目を緑色で表記 

 

  

運行日 運行本数
運行時間

帯
鉄道との
乗り継ぎ

運行時間
の正確さ

運賃 車内環境
総合的な
満足度

全体
n=1,177

2.8 2.1 2.3 2.4 3.1 3.0 3.2 2.6

浦佐地区
n=102

2.6 2.1 2.3 2.4 2.7 2.7 3.0 2.4

薮神地区
n=94

2.4 1.9 2.1 2.3 2.9 2.7 3.0 2.4

大崎地区
n=99

2.6 2.2 2.2 2.3 2.9 2.9 3.1 2.5

東地区
n=97

2.6 2.1 2.3 2.1 2.9 2.9 3.0 2.5

六日町地区
n=90

2.9 2.3 2.4 2.6 3.1 3.3 3.4 2.9

五十沢地区
n=99

2.8 2.2 2.3 2.5 3.5 3.2 3.4 2.8

城内地区
n=104

3.3 2.2 2.6 2.6 3.8 3.2 3.5 2.8

大巻地区
n=101

2.7 2.3 2.3 2.6 3.0 3.1 3.2 2.6

塩沢地区
n=122

2.7 2.0 2.1 2.2 2.9 2.6 2.8 2.4

上田地区
n=85

2.9 2.2 2.4 2.4 3.2 3.1 3.3 2.8

中之島地区
n=90

2.8 1.9 2.2 2.2 3.3 3.5 3.6 2.5

石打地区
n=86

3.1 2.2 2.6 2.9 3.3 3.1 3.3 2.8

路線バスの利用満足度
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市民病院 基幹病院・大和地域包括医療センター その他

⑥市内の交通でもっとアクセスを強化すべき場所について 

市内公共交通のアクセス希望については、いずれの地区でも医療施設への希望が最も高く、

その中でも、基幹病院・大和地域包括医療センターへの希望が最も多くなっています。 

 

■市内公共交通でのアクセスを強化すべき場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市内公共交通でのアクセスを強化すべき医療施設 

 

 

  

6.5%

10.8%

8.1%

6.2%

5.6%

8.1%

5.8%

6.6%

10.6%

7.8%

5.8%

41.5%

37.3%

41.5%

39.4%

42.3%

44.4%

39.4%

30.8%

49.5%

48.4%

37.6%

42.2%

45.3%

15.5%

20.6%

20.2%

20.2%

15.5%

6.7%

12.1%

20.2%

11.9%

13.1%

11.8%

17.8%

16.3%

6.4%

5.1%

5.9%

31.9%

27.5%

27.7%

24.2%

33.0%

42.2%

38.4%

40.4%

31.7%

24.6%

34.1%

30.0%

27.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区

n=102

薮神地区

n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区

n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区

n=86

鉄道駅 医療施設 商業施設 公共施設 その他 無回答
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⑦今後の交通施策について 

自らが住んでいる地区の交通については、「自宅付近から乗車できる」「目的地まで直行で

きる」といったドアツードア*型に繋がる需要が多く、また、市全体の方向性としては、既存交

通に捉われず、地域特性と親和性の高い交通の整備を求める意見が多くなっています。 

 

■本市の公共交通について重視すべき要素・方向性 

 

 

 

 

 

 

 

  

自らが住んでいる地区の交通に対する要望 

市全体の公共交通で重視すべき方向性 

16.0%

13.7%

10.6%

13.1%

19.6%

17.8%

17.2%

13.5%

9.9%

18.0%

15.3%

23.3%

20.9%

17.8%

20.6%

19.1%

21.2%

8.2%

18.9%

21.2%

16.3%

22.8%

19.7%

14.1%

16.7%

14.0%

5.6%

5.9%

7.4%

8.1%

7.2%

6.7%

7.1%

6.7%

7.1%

6.4%

5.7%

8.9%

24.5%

22.5%

28.7%

22.2%

30.9%

17.8%

21.2%

33.7%

24.8%

20.5%

21.2%

21.1%

30.2%

5.9%

5.1%

9.3%

7.1%

5.9%

5.3%

7.1%

5.9%

6.7%

5.8%

5.6%

21.7%

18.6%

16.0%

17.2%

22.7%

27.8%

26.3%

21.2%

23.8%

19.7%

25.9%

20.0%

17.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

本数が多い 目的地まで直行できる
途中で乗り継ぎがない 路線がきめ細かい
自宅付近から乗車できる 目的地に応じてその都度経路を設定して運行
運行区間や時間帯などを地域で話し合って運行 その他
無回答

13.8%

12.7%

11.7%

10.1%

8.2%

13.3%

13.1%

16.3%

12.9%

17.2%

15.3%

15.6%

18.6%

12.9%

20.6%

13.8%

12.1%

6.2%

13.3%

15.2%

10.6%

9.9%

10.7%

14.1%

10.0%

18.6%

52.4%

49.0%

57.4%

58.6%

63.9%

48.9%

47.5%

51.0%

54.5%

54.9%

51.8%

48.9%

45.3%

20.9%

17.6%

17.0%

19.2%

21.6%

24.4%

24.2%

22.1%

22.8%

17.2%

18.8%

25.6%

17.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

現在の運行形態の維持を最優先に考える

利用の少ないサービス（例えば本数や経路など）は縮小し、利用の多いサービスを充実させる

新しい交通サービスを整備して、地域特性に合わせて様々な運行形態を模索する

無回答
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⑧予約に応じて利用できる乗合交通（デマンド交通）の必要性について 

既存交通の状況に関わらず導入すべきという意見が全体で約半数と多く、既存交通の維持が

難しい場合の転換も含めると約 8 割がデマンド交通の導入に肯定的な回答を挙げています。 

 

■デマンド交通の必要性について 

  
22.2%

29.4%

24.5%

20.2%

17.5%

18.9%

24.2%

24.0%

19.8%

21.3%

16.5%

26.7%

22.1%

8.5%

7.2%

6.6%

7.1%

5.8%

28.2%

27.5%

27.7%

25.3%

29.9%

27.8%

31.3%

26.9%

26.7%

27.9%

36.5%

31.1%

23.3%

5.7%

29.4%

27.5%

25.5%

33.3%

27.8%

32.2%

30.3%

29.8%

34.7%

27.0%

27.1%

25.6%

32.6%

11.0%

6.9%

8.5%

13.1%

14.4%

10.0%

8.1%

11.5%

14.9%

9.8%

9.4%

11.1%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=1,177

浦佐地区
n=102

薮神地区
n=94

大崎地区
n=99

東地区
n=97

六日町地区
n=90

五十沢地区
n=99

城内地区
n=104

大巻地区
n=101

塩沢地区
n=122

上田地区
n=85

中之島地区
n=90

石打地区
n=86

既存の公共交通と並行するようにして導入すべきだと思う 既存の公共交通を廃止して、デマンド交通に転換すべきだと思う

既存の公共交通の存続が厳しくなった際には、導入すべきだと思う 導入の必要はない

わからない その他

無回答
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２-３-２ 利用者アンケート調査 

市内における主要な公共交通である路線バス、市民バスの利用実態を把握し、今後の地域

公共交通ネットワークの再編や既存交通の見直し等に反映させるため、バス利用者を対象に

アンケート調査を実施しました。 

（１）調査内容 

項目 内容 

調査目的 バス利用者における利用実態を把握する 

調査方法 
市民バス及び路線バスの車内への調査票留め置きによる直接配布 

郵送・WEB 回収（QR コードを活用した回収含む） 

調査対象 路線バス及び市民バスの利用者 

調査時期 2024 年 10月 2 日～10 月 15日 

回収数 85 票 

 

（２）調査結果（概要） 

①回答者属性 

■回答者属性 

  年齢                    居住地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

浦佐地区

3.5%
薮神地区

4.7%

大崎地区

5.9%
東地区

3.5%

六日町地区

12.9%

五十沢地区

7.1%

城内地区

8.2%

大巻地区

9.4%
塩沢地区

3.5%

上田地区

9.4%

中之島地区

11.8%

石打地区

5.9%

新潟県内

12.9%

新潟県外

1.2%

n=85

会社員・公務員

15.3%

自営業（農家等含む）

4.7%

パート・アルバイト

8.2%

高校生

4.7%無職（年金生活含む）

60.0%

専業主婦（夫）

2.4%

その他

3.5%

無回答

1.2%

n=85

10代

8.2%

20代

3.5%
30代

5.9%

40代

9.4%

50代

5.9%

60～64歳

7.1%

65～

69歳

7.1%

70～

74歳

11.8%

75歳以上

41.2%

n=85
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②調査時の利用実態 

回答者の利用状況は、午前中で、六日町駅または市民病院・魚沼基幹病院に係る通院で

の利用が特に多くなっています。また、バス交通間で乗り継いで利用する人も一定数みら

れます。 

 

■回答者の利用状況 

 

乗降停留所              利用した時間帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用目的            他交通との乗り継ぎ利用の有無 

 

 

  

六日町駅

発着
38%

市民病院発着
13%

魚沼基幹病院発着
9%

その他
40%

n=68

7時台

11.8%

8時台

21.2%

9時台

27.1%10時台 3.5%

11時台 1.2%

12時台 4.7%

13時台 4.7%

14時台 1.2%

15時台3.5%

16時台 1.2%

17時台 1.2% 無回答

18.8%

n=85

路線バス⇔路線バス

5.9%
路線バス⇔市民バス

3.5%

市民バス⇔市民バス

18.8%

路線バス⇔鉄道

4.7%

市民バス⇔鉄道

10.6%

路線バス/市民バス⇔

徒歩

22.4%

路線バス/市民バス⇔

その他の交通

4.7%

無回答

29.4%

n=85

買い物

18.8%

通院

37.6%

通勤・通学

28.2%

娯楽・レジャー等 3.5%

外食 1.2%

役所・銀行等への手続

3.5%

その他

3.5%

無回答

3.5%

n=85
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③往復での利用について 

回答者の利用状況では、移動の往復でバスを利用した人が 6 割と多くなっています。一

方で、片道のみ利用した人については、乗りたい時間に運行する便がない、運行時間外の移

動が必要など、運行時間帯とのミスマッチによって、片道で利用している人も見受けられ

ます。 

 

■回答者の利用状況 

  

往復利用の有無について        片道のみ利用する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④バスを利用する理由 

移動に路線バスまたは市民バスを利用した理由について、自宅または目的地にバス停が

近いことを挙げる人が多いほか、自家用車などの移動手段がないという人も一定数みられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片道だけ

25.9%

往復

62.4%

無回答

11.8%

n=85

乗りたい時間に運行する

便がないから

40.9%

始発便が走る前/最終便

が行ってしまった後だから

18.2%

行き/帰りは鉄道を

利用するから

13.6%

その他

22.7%

無回答

4.5%

n=22

鉄道駅に行きやすいから

3.5%

目的地（鉄道駅以外）に行きやすいから

11.8%

自宅からバス停が近いから

28.2%

バス停から目的地までが近いから

14.1%

料金が安いから 2.4%

利用したい時間帯にバスが来るから

7.1%

鉄道の運行していない時間帯に利用できるから

1.2%

自家用車など、他の移動手段が使えないから

24.7%

その他

3.5%

無回答

3.5%

n=85
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⑤日常でのバス利用について 

利用者における日常的な利用頻度を見ると、約半数は週に 1 回以上利用するなど、定期

的に利用する人が一定数みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥市内のバス交通に係る満足度について 

利用者における満足度を見ると、総合的な満足度では路線バス、市民バスいずれも満足

と感じる人が多くなっています。一方で、運行本数、運行時間帯、鉄道との乗り継ぎについ

ては、不満に感じる人が多い傾向がみられます。また、全体的に路線バスよりも市民バスの

方が、満足度が高い傾向にあります。 

 

※各項目について「とても満足」～「とても不満」の 5 段階で満足度を伺い、それぞれ 5～1

点の点数を設定し、加重平均に点数化したもので、「3.0」が中間値。 

  

3.2

2.6

2.8

2.8

3.7

3.4

3.6

3.3

3.6

3.1

3.2

3.2

4.1

4.2

4.1

3.7

0 1 2 3 4 5

運行日

運行本数

運行時間帯

鉄道との乗り継ぎ

運行時間の正確さ

運賃

車内環境

総合的な満足度

路線バス満足度 市民バス満足度

週5回以上

22.4%

週2～3回程度

21.2%

週1回以上

7.1%

月に数回程度

15.3%

月に1回程度

17.6%

年に数回以下/ほぼ利用しない

12.9%

無回答

3.5%

n=85
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⑦予約に応じて利用できる乗合交通（デマンド交通）の必要性について 

回答者の半数以上が導入について肯定的に考えている様子がうかがえます。また、約 4

分の 1 は既存交通からの転換についても理解を示している様子がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧市内の交通でもっとアクセスを強化すべき場所について 

市内公共交通のアクセス希望については、いずれの地区でも医療施設への希望が最も高く、

その中でも、魚沼基幹病院・大和地域包括医療センターへの希望が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既存の公共交通と並行するようにして導入すべき

26.0%

既存の公共交通を廃止して、デマンド交通

に転換すべき

5.5%

既存の公共交通の存続が厳しくなった際には、導入すべき

23.3%

導入の必要性はない 2.7%

わからない

26.0%

その他 2.7%
無回答

13.7%

n=73

鉄道駅

8.2%

医療施設

34.2%

商業施設

9.6%

公共施設

5.5%その他 1.4%

無回答

41.1%

n=73



 
 

48 
 
 

⑨今後の交通施策について 

居住地区の交通については、「自宅付近から乗車できる」「目的地まで直行できる」といっ

たドアツードア型に繋がる需要や、運行本数の充実が、市全体の方向性としては、現在の運

行形態を尊重する意見が多くなっています。 

 

■本市の公共交通について重視すべき要素・方向性 

 

自らが住んでいる地区の交通に対する要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市全体の公共交通で重視すべき方向性 

 

 

 

 

  

本数が多い

21.9%

目的地まで直行できる

13.7%

途中で乗り継ぎがない

5.5%

路線がきめ細かい

1.4%

自宅付近から

乗車できる

24.7%目的地に応じてその都度

経路を設定して運行

1.4%

運行区間や時間帯などを

地域で話し合って運行

5.5%

その他

4.1%

無回答

21.9%

n=73

現在の運行形態の維持を最優先に考える

39.7%

利用の少ないサービスは縮小し、利用の多い

サービスを充実させる

11.0%

新しい交通サービスを整備して、地域特性

に合わせて様々な運行形態を模索する

17.8%

無回答

31.5%

n=73
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２-３-３ 事業者ヒアリング調査 

市内を運行する路線バス、市民バス、タクシーについて、利用状況や運行に係る交通事業

者の状況などを把握するため、事業者向けのヒアリング調査を実施しました。 

（１）実施概要 

項目 内容 

調査時期 令和 6年 12月 5 日～10 日 

調査対象 市内交通事業者（計 8社） 

 

（２）調査結果（概要） 

○バス路線の利用状況について 

大和地域 ■利用状況 

・浦佐駅～魚沼基幹病院で、朝夕は通勤利用、日中は通院利用で利用する人が

多い 

・それ以外の区間では利用が限られている。 

・週に数人程度買い物利用が見られる 

 

■課題 

・浦佐駅西口～魚沼基幹病院のルートは交差点や事故多発地点も多く、あまり

適していない 

・運行継続には、利用者の増加が必要 

・学生の登下校で、保護者が駅まで送迎している様子なので、ダイヤ調整によ

り市民バス利用への転換を図れるのではないか（三用コース） 

・鉄道との乗り継ぎを意識して現行ダイヤを調整することで、さらなる利用が

見込める 

・病院へのアクセスであることもあり、車椅子利用への対応も検討が必要 

・ノンステップバス導入を検討したいが、病院への乗り入れに対応した、思う

ような車両がない。（三用コース） 

六日町地域 ■利用状況 

・買い物、市民病院などへの通院での高齢者利用が多い 

・概ね午前中に往復で利用する人が多い 

・帰りの時間が合わず、帰路にタクシーを利用する人もいる 

 

■課題 

・大巻地域では民家が分散しており、定時定路線*型では対応が難しい（大

巻・泉コース） 

塩沢地域 ■利用状況 

・買い物、通院利用の高齢者が多い 

・片道のみ市民バスを利用するケースもある。その場合、復路はタクシーを利

用する方の方が多い 

・ドアツードア型での運行になったが、特に支障はなく、利用者が上手く活用

して利用している（栃窪・岩之下コース） 
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■課題 

・夕方の運行のない時間帯や、時間帯によっては鉄道の運行もなく、交通空白

地域になることがある 

・フリー乗降について、乗車時も乗れるようにしてほしいという要望がある 

・停留所でバスを待つ場所がない 

・ハイエース車両の運用は、他の事業で活用できない 

路線バス ・朝晩は六日町高校、八海高校などへの通学利用が特に多い 

・湯沢町も合わせると 16～17 名程度が津南町へ通学している 

・継続的な運行を行う場合、赤字部分の全額補てんがないと厳しい 

○運行にあたっての課題について 

大和地域 ・貸切事業の方が、給与形態が良いので、乗合事業での担い手がおらず、乗務

員の確保が思うように出来ない 

・3 時間程度の空白が作れれば、その間に貸切業務を担うことで、乗合乗務担

当でもある程度賃金を確保することができる 

・民間路線バスとの乗り継ぎ利用について、市民バス同士の乗り継ぎと同様、

乗継券の発行で対応しないと証明ができない。 

・時刻表の見直しについて、定期的に市と協議したい 

・利用がほとんどないので、乗務員のやりがいに繋がらない 

六日町地域 ・利用者が少ない 

・フリー乗降区間以外での乗降を希望する人や、利用したいけどバス停まで来

れないという人など、今のルートで対応できていない区域が多いのではない

か 

塩沢地域 ・コロナ禍で人員が減少して以降、従業員数が増えない 

・地域密着で運行する市民バスの乗務員は、普段から利用者一人ひとりを把握

している特定の乗務員でないと難しい 

○見直しが必要な点について 

大和地域 ・民間路線バスの運行に合わせて魚沼基幹病院をハブとして運行していたが、

同路線の運行がなくなったので、浦佐駅や五日町駅をハブとする方がよい。

また、停留所についても、もっと細かく設置できるのではないか 

・現在の魚沼基幹病院の停留所は、車高の問題でノンステップバスが乗り入れ

できないため乗り入れ、現在の魚沼基幹病院入口を病院アクセスの停留所と

してバリアフリー*化など融通が利くようになる 

・将来的には自動運転への転換を見据えて、今後は事業者への分配だけでな

く、IcT*化、自動化など、システムの構築に予算を使うべき 

塩沢地域 ・事業者にもある程度の利益が得られるような仕組みにする方が良い（歩合制

のため、給料が高くなる貸切バス事業の方が乗務員のなり手が多い） 

・沿線の周辺から運行に関する要望を聞くが、路線バスと競合している路線に

ついては対応が難しい部分がある 

・魚沼基幹病院には全域から利用者があるが、乗り継ぎ、乗り換えに難がある 

路線バス ・路線バスと市民バスが重複している区間、路線については、市民バスへの一

本化を図る方が良いのではないか 

・赤字補てんについて、欠損分の金額も補助を受けることが出来れば、利用が

多い区間の増便なども検討できる 
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○キャッシュレス決済、定期券、回数券について 

大和地域 ・市内外からの利用いずれでも、キャッシュレス決済への対応は必要だが、

ランニングコストや市民バス全事業者での対応を考えると、paypay など

の QR コード決済が現実的だろう 

・通勤利用では回数券の利用が多いが、paypay では 10 回に 1 回無料にす

るなども可能なので、回数券の代替も出来る 

・キャッシュレスよりも定期券利用の需要の方が高いと感じる 

・定期券の発行は、複製などによりキセルの温床になる懸念がある 

六日町地域 ・回数券を多用する人が多い 

塩沢地域 ・キャッシュレス決済については、市民バスで導入するには、端末費用や更

新費用などの負担が大きい 

・高齢者の中には、家計管理の一環で、現金ではなく、家族から渡された交

通系 IC カードで買い物をしている人が多い 

・JPQR による決済であれば、対応するサービスも多く手数料のみの負担で

対応できる 

○デマンド交通について 

大和地域 ・デマンド交通の転換は必要だと思うが、病院輸送については今の体制を残

す必要がある（三用コース） 

・予約制の交通は、高齢者が外出しなくなる可能性がある 

・魚沼基幹病院で一般タクシーの予約専用の端末があるので、同様のものを

設置できると良い 

・高齢化で 100m も歩けない高齢者が増えるが、タクシーでは運賃負担が大

きいので、AI*デマンドシステムを導入すべき 

・日中の移動はデマンド交通、夜間の移動はタクシーやライドシェアに集中

させるのも一案である 

六日町地域 ・大巻地区の実証実験では、アプリ予約で利用する人はいない 

・学生や、夜の飲み会関連の移動をフォローするなら、19 時ごろまで運行す

る必要がある（18 時ごろに学習塾の前に保護者送迎の車が密集しており、

移動需要はある 

・70 歳代の方はスマホを利用する人も一定数いるが、80 歳代はまずいない 

・時刻表を設けて運行する方が、乗合は発生しやすいと思う 

・コールセンターを第三機関で行う場合、ある程度地元に馴染みのある人で

ないと、高齢者の対応は難しいと思う 

・沢が多い地域では、ドアツードアの方が事業者、利用者双方とも勝手が良

いのではないか 

塩沢地域 ・基幹道路を路線バスに任せて、小規模のエリアを巡回する形が適切 

・塩沢町時代の実証運行では、前日 16 時までに予約をしなければならない

点がネックだった 

・家族が代わりに予約する体や、公共施設、乗継拠点で予約端末があれば、

スマホ等での予約も有効かもしれない 

・市民バスは迂回して運行する部分も多いので、直行する幹線系統の運行

や、本数の充実などにより、乗り継ぎ利用は受け入れてもらえるのではな

いか 



 
 

52 
 
 

○一般タクシーについて 

大和地域 ・タクシーが機能しておらず、地域内移動でレンタカーを利用する人もいる 

・降雪時には需要が一気に増加し、フル稼働状態になる 

六日町地域 ・通勤、買い物の他、免許返納された方の通勤利用が特に多い 

・夏場には登山客などの観光利用もみられる 

・生活需要、観光需要ともに土日よりも平日が多い傾向にある 

塩沢地域 ■利用状況について 

・地域内を中心に通院、買い物での高齢者利用が多く、市民病院、診療所を

はしごするケースも多い 

・その他では、六日町駅からイオン六日町への短距離移動や、ビジネスでの

利用が見られる 

・9～12時台、14～17時台が特に移動が多い 

■その他 

・タクシー券での補助制度は、会社への給付が遅れるのが負担になっている 

・かつては、農家などの副業として、冬季にタクシー乗務をするような人も

いたため、二種免許を持っている市民は多いと思う 

・市内のタクシー事業者で共同配車が出来るようになると利便性が上がると

思う 

○ライドシェアについて 

大和地域 ・有事の際の責任など、法整備が整っていないため、タクシー事業は二種免

許取得者が運行すべき 

・深夜帯はタクシー事業者も配車を止めてしまうので、夜間に救急搬送され

た人などの帰宅手段などで、ライドシェアの需要はあるのではないか 

 

塩沢地域 ・導入に向けて準備しているが、一般ドライバーの募集はせず、自社の事務

職員でのみ運用する予定 
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２-４ 上位・関連計画において公共交通に求められる役割 

南魚沼市地域公共交通計画は、「第 2 次南魚沼市総合計画」「南魚沼市都市計画マスター

プラン」を上位計画とし、これに掲げられている将来都市像やまちづくりの目標を実現する

ため、公共交通の分野から取り組む計画として位置付けられます。 

加えて、関連計画における取組の方向性とも整合を図ることが必要であるため、これらの

上位・関連計画の概要、更には同計画内における公共交通関連施策等の位置付けを整理する

必要があります。 

 

■公共交通に関連する上位・関連計画一覧 

計画の名称 策定年度 

第２次南魚沼市総合計画 平成２８年度 

第 2 次南魚沼市総合計画（後期基本計画） 令和 3 年度 

第 2 次南魚沼市総合計画（実施計画） 令和 6 年度 

南魚沼市立地適正化計画 令和５年度 

南魚沼市都市計画マスタープラン 平成 28 年度 

第９期南魚沼市高齢者福祉計画 介護事業計画 令和６年度 

南魚沼市環境基本計画 平成２６年度 

第２期魚沼地域定住自立圏共生ビジョン 令和５年度 
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２-４-１【上位計画】第２次南魚沼市総合計画 

第 2 次南魚沼市総合計画は、第 1次計画における各分野のまちづくりの成果を継承しなが

ら、人口減少、協働の推進などの新たな課題に柔軟に対応するため、市民、企業、行政が共

有する市の将来像・基本理念を掲げた、本市における街づくりの指針として策定しました。 

 

■第２次南魚沼市総合計画 

項目 内容 

計画名 第 2 次南魚沼市総合計画 

策定年度 平成２８（2016）年 3 月 

計画期間 平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度 

まちづくり

の体系・全

体像 

（基本理念） 

[将来像] 自然・人・産業の和で築く 安心のまち 

[基本理念] 

1 郷土を愛し、一人ひとりがつくるまち 

2 人の和で支えあう安心のまち 

3 力強い産業が育ち、働く魅力がたくさんあるまち 

4 新しい課題に柔軟に対応する行政組織をもつまち 

まちづくり

の目標 

【保健・医療・福祉】地域ぐるみでつくる健康・福祉・子育てのまち 

【教育・文化】学ぶ喜び・文化をはぐくむ喜びのあるまち 

【環境共生】豊かな自然を守り、そして共に生き、100 年後に引き継いで 

いくまち 

【都市基盤】住みたい、住み続けたいまち 

【産業振興】豊かな自然を活用し、自然や人にやさしく力強い産業のまち 

【行財政改革・市民参画】世界にひらく市民が誇りをもてるまち 

公共交通に

関する内容 

第４章 都市基盤 

 4-2 ひとにやさしいまちづくり 

 [現状と課題] 

   市民バスは、平成 27 年度の再編により、市内統一の運行体制となりました。民

間の路線バスを含めた市全体でのバス路線について、今後も持続可能な運行体制を

確保するとともに、市民の利便性向上のため、より利用しやすい運行体制へ改善を

進める必要があります。 

 [施策の達成目標・指標] 

 

 

 

 

 [施策の概要] 

 ◆公共交通体系の確保・維持 

  今後の人口減少の進行を踏まえ、持続可能な地域の公共交通体系の確保と維持を図

ります。 

[施策の体系] 
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２-４-２【上位計画】第２次南魚沼市総合計画（後期基本計画） 

第 2 次南魚沼市総合計画（後期基本計画）は、前述の第 2次南魚沼市総合計画の中間年次

にあたる令和２年度での計画見直しによって策定しました。見直しにあたり、人口減少時代

における雇用対策や定住促進に実践的に取り組むための具体的施策を示した「南魚沼市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を組み込んでいます。 

 

■第 2 次南魚沼市総合計画の概要 

項目 内容 

計画名 第 2 次南魚沼市総合計画 

策定年度 令和 3（2021）年 3月 

計画期間 令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度 

公共交通に

関する内容 

第Ⅱ編 基本計画 

 戦略プロジェクト 

Ⅵ 全員活躍のまちプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 政策大綱4 都市基盤 

4-2 ひとにやさしいまちづくり 

 施策の達成目標 

  

 

 

 

 

 施策の概要 

 1 公共交通体系の確保・維持 

   人口減少と少子化・高齢化の進行、利用者のニーズを踏まえ、持続可能な地域の

公共交通体系の確保を図ります。 

 

 施策の体系 
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２-４-３【上位計画】第２次南魚沼市総合計画（実施計画） 

第 2 次南魚沼市総合計画（実施計画）は、前述の第 2 次南魚沼市総合計画にて示した施策

のうち、主要事業について内容を明確にしたもので、総合計画の着実な実現を目的に策定し

ました。 

 

  ■第 2次南魚沼市総合計画（実施計画） 

項目 内容 

計画名 第 2 次南魚沼市総合計画（実施計画） 

策定年度 令和 6（2024）年 

計画期間 令和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度 

公共交通に

関する内容 

2．基本施策ごとの実施事業 

 4）都市基盤 

  （2）ひとにやさしいまちづくり 
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２-４-４【関連計画】南魚沼市立地適正化計画 

南魚沼市立地適正化計画は、都市再生特別措置法の改正等により、市町村が居住や都市機

能増進施設を誘導する区域や方法、また、それらと連携する公共交通ネットワークの再編を

行うことにより、本市におけるコンパクト・プラス・ネットワークの実現を図るための計画

として策定されました。 

この計画は、公共交通ネットワークとの結びつきが特に強く、連携すべき内容が多いこと

から、関連計画の中でも重要な位置付けにあたる計画です。 

 

■南魚沼市立地適正化計画の概要 

項目 内容 

計画名 南魚沼市立地適正化計画 

策定年度 令和 6（2024）年 

計画期間 令和 6（2024）年度～令和 24（2042）年度 

まちづくり

の体系・全

体像 

（基本目標） 

■まちづくりの方針 

 強靭な市街地形成と拠点間連携による都市活力の持続性向上 

 

■立地適正化における施策方針（公共交通関連部分抜粋） 

第3章 まちづくりの方針 

2．施策方針（ストーリー）の検討 

・2-3 拠点特性を踏まえた都市機能増進施設及び公共交通の充足 

➔塩沢市街地の交通利便性の改善 

・2-4 南魚沼市地域公共交通網形成計画と連携した公共交通網の適正化 

➔南魚沼市地域公共交通網形成計画と連携した市民バスの路線・運行本数の再編 

➔財政状況を踏まえた持続可能な公共交通体系の構築 

 

第4章 誘導区域及び誘導施設 

１．都市機能誘導区域の検討 

・1-1都市機能誘導区域の基本的な考え方 

（２）設定する区域・規模 

都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業など

が集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交

通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域を設定する

ことが考えられる。また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充

実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる

範囲で定めることが考えられる。 

・1-3拠点ごとの都市機能誘導区域・誘導施設の検討 

（１）浦佐市街地 

設定方針１：駅西側は歴史資源を活かしたまちの形成、駅東側は用途地域外に立

地する高次都市機能施設への中継地的な機能や回遊の拠点機能、新

幹線駅を利用した生活様式の拠点形成を図る 

➔該当する範囲：浦佐駅の駅西と駅東のエリア 

設定方針3：周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

➔該当する範囲：浦佐駅の徒歩圏、停車頻度 10本/日以上のバス

停の徒歩圏 
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（2）六日町市街地 

設定方針3：周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

➔該当する範囲：六日町駅の徒歩圏、停車頻度 10本/日以上のバ

ス停の徒歩圏 

２．居住誘導区域の検討 

・2-1都市機能誘導区域の基本的な考え方 

（２）設定する区域・規模 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺

の区域 

イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスするこ

とができ、都市の中心 拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として

一体的である区域 ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程

度集積している区域 
 

公共交通に

関する内容 

（施策・取

組） 

手段Ⅲ ネットワークの編成を改善させる 

取組６ 公共交通の再編等によるニーズへの対応 

対象エリア 市域全体 

内容 ➔南魚沼市地域公共交通網形成計画との連携により、

市民バスの路線・運行本数の再編、鉄道との乗り継

ぎの改善等を図る。 

➔誘導区域内の医院・スーパーマーケット等における

バスの停留所の増設を検討する。 

➔誘導区域を軸に交通利便性の維持・向上を図る。 

➔デマンド交通の実証実験の結果に基づき、経費の増

加を抑えたバスの増便が可能か検討する。 

➔牧之通り等の観光エリアにおける交通利便性の改

善を図る。また、誘導区域間（六日町↔塩沢）につ

いて、デマンド交通の導入を検討する。 
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２-４-５ その他の関連計画 

その他、公共交通に関連する施策の位置付けや、地域公共交通に係る現状・問題点を検討

するにあたり、以下の計画を関連計画として位置付けます。 

 

■関連計画の一覧とその概要 

南魚沼市都市計画マスタープラン 

計画概要 

都市計画法 18 条の 2に定めている「市町村の都市計画に関する基本的な方

針」として、おおむね 20 年後の都市の姿を見据えつつ、実現可能な 10年間

の都市づくりの方針を総合的、体系的に示す計画として策定されました。 

公共交通に

関する掲載 

第１章 都市づくりの目標 

 ５．都市構造：[交流拠点]④交通拠点（P６） 

第 2 章 全体構想 

 2．交通体系の方針（P14） 

第 3 章 地域別構想（P23） 

第 9 期南魚沼市高齢者福祉計画 介護保険事業計画 

計画概要 

後期高齢者人口がピークを迎えると見込まれる令和 22（2040）年を見据

え、地域包括ケアシステムの深化・推進を図った現行計画を踏まえて、高齢に

なっても住み慣れた地域で、安心して自分らしく心豊かに元気に暮らし、地域

ぐるみで支えあう地域共生社会の実現を目指して策定したものです。 

公共交通に

関する掲載 

第 5 章 地域支援事業の計画 

 2．地域支援事業の実施状況と見込み 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

１．介護予防・生活支援サービス事業：①訪問型サービス（P52） 

南魚沼市環境基本計画 

計画概要 

環境基本法（国）、新潟県環境基本計画（新潟県）を踏まえて、環境保全、市

民協働での取組みなどを示した南魚沼市環境基本条例の基本理念の実現に向け

て、市民、事業者、行政による環境保全への取組みの指針として策定したもの

です。 

公共交通に

関する掲載 

第 3 章 行動計画 

 基本方針 1 健康で安全な生活環境をつくる 

  1．大気環境の保全と騒音・振動・悪臭の防止 

  （1）自動車排出ガス（P１１） 

第 2 期魚沼地域定住自立圏共生ビジョン 

計画概要 

南魚沼市を中心市とし、中心市宣言に賛同した魚沼市及び湯沢町の2市1町で締

結した「定住自立圏形成協定」に基づき、魅力ある圏域の形成を図るため、適切に

役割を分担しながら圏域全体として目指すべき将来像を掲げるとともに、その実現

に向け、今後、連携して推進する具体的な取組を示すものです。 

公共交通に

関する掲載 

第 4 章 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

 2 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 （1）地域公共交通（P50） 
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２-５ 現行計画の評価検証 

本市における、これまでの公共交通施策を検証するにあたり、現在運用中の「南魚沼市地

域公共交通網形成計画」（以下、現行計画）に基づいて行われた取組みや方向性について、

検証を行いました。 

２-５-１ 各施策・事業の実施状況について 

現行計画において位置付けられていた施策・事業の実施状況及び、現在の状況を踏まえた

本計画での展開について、以下のとおり整理しました。 

事業評価 

A ：予定通り完了または完了

予定の施策 

B ：進行中だが、予定から遅

れている施策 

Ｂ’：内容または方向性を変更

して、進行中の施策 

Ｃ：現時点でまだ着手できて

いない施策 

D：実施の是非について見直

しが必要な業務 

本計画で

の展開 

―：完了した施策 

◎：さらなる発展的な取組み

を検討することが望まし

い施策 

〇：今後も継続することが望

ましい施策 

△：事業内容を見直して継続

することが望ましい施策 

▲：事業内容の見直し及び継

続についても検討すべき

施策 

 

施策① 路線バス・市民バスの路線再編 

①-1 幹線交通の市内主要施設のアクセス強化 

取組み
状況 

路線バス六日町－小出線、六日町－浦佐線及び

十日町－後山線が魚沼基幹病院を経由するように

なったことで、アクセスが強化された。 

路線バス湯沢－六日町線が南魚沼市民病院や六

日町駅を経由するよう取り組んだが、運行事業者

との調整がつかなかった。 

事業評価 B 

本計画での展開 △ 

①-2 地域内交通の見直し・再編 

取組み
状況 

市民バスについては地域住民の要望に応じ停留

所の増設・移設やルート変更を行った。 

ただ、施設送迎バス等との連携・役割分担を検

討するには至らなかった。 

事業評価 C 

本計画での展開 ○ 

①-3 観光二次交通としての機能の強化 

取組み
状況 

市民バス浦佐・五箇コースが「あぐりぱーく」

のあるＪＡみなみ魚沼浦佐支店を経由するように

したことで利用客の増進を図った。 

観光拠点である「魚沼の里」に市民バスが乗り

入れられるか検討したが、観光客向けに時刻表を

組むことが難しく断念した。 

事業評価 C 

本計画での展開 △ 
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施策② 新たな交通サービスの導入の検討 

②-1 新たな交通サービスの導入（実証事業） 

取組み
状況 

市民バス栃窪・岩之下コースにおいてデマンド

型運行を導入したが、後山・辻又コースでは路線

バス十日町－後山線の魚沼基幹病院への延伸の影

響を見るため導入を見送った。 

ネットワークの再編により、今後さらに重要に

なることから、地域の実情に応じた他の形態での

検討も継続的に行う必要があります。 

事業評価 Ｂ’ 

本計画での展開 ○ 

 

 

 

施策③ 一体的な公共交通サービスの提供 

③-1 公共交通モード間の乗り継ぎの利便性の向上 

取組み
状況 

市民バスの６つのコースが六日町駅へ乗り入

れ、鉄道や路線バスとの接続が改善した。 

市民バス五十沢・大月コース、上田・泉田コー

ス、石打・竹俣コース、中之島・吉里コースの１

便の発車時刻を早め、各地区から魚沼基幹病院へ

のアクセスを可能とした。 

新幹線の時刻表変更に合わせ、適宜時刻表を変

更している。 

事業評価 B 

本計画での展開 ○ 

③-2 複数の公共交通モードにまたがるサービスの提供 

取組み
状況 

市民バス同士や、市民バス～路線バスの乗り継

ぎについては、乗継割引の導入により一定の利便

性が確保されている。乗継割引の不正利用につい

ては運行事業者と協議を行っている。 

令和６年８月、認知度向上と若年層世代の利用

促進を図ることを目的として市民バス運賃を無料

とする利用促進月間を実施した。 

さらなる利便性拡大に向けて、複数事業者と連

携した一体的な取組みが必要です。 

事業評価 A 

本計画での展開 ○ 

 

 

 

施策④ 公共交通の利用者増加につながる取り組みの実施 

④-1 公共交通マップの作成 

取組み
状況 

市民バス・路線バスガイドブックを作成し、主

要施設に設置しているほか希望者に配付してい

る。 

公共交通マップを作製し全世帯への配布を検討

したが、路線バスの運行廃止や減便が相次いだた

め断念した。 

事業評価 C 

本計画での展開 △ 
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④-2 乗り方教室の実施 

取組み
状況 

新型コロナウイルス感染症の影響により中断し

ていたが、令和４年度に再開し、以降毎年実施し

ている。公共交通の認知度向上のためさらなる実

施が必要です。 

事業評価 B 

本計画での展開 ○ 

④-3 モビリティマネジメントの実施 

取組み
状況 

コロナ禍による観光需要の落ち込みによる影響

もあり、積極的な取組み実施には至らなかった。

アクセス強化と併せて、観光施設と連携したソフ

ト面での対策も含めた検討が必要です。 

事業評価 D 

本計画での展開 ○ 

 

 

 

施策⑤ 乗継拠点の利便性の向上 

⑤-1 待合環境の整備 

取組み
状況 

待合環境のハード整備を検討したが、予算獲得

に至らなかった。 

事業評価 D 

本計画での展開 △ 

⑤-2 交通結節点における効果的な情報の発信 

取組み
状況 

主要な交通結節点である六日町駅、浦佐駅、南

魚沼市民病院において時刻表や経路案内の情報を

発信している。 

事業評価 B 

本計画での展開 ○ 

 

 

 

施策⑥ 地域と連携した公共交通の運営 

⑥-1 地域で公共交通を支える仕組み作り 

取組み
状況 

令和３年度、上田地区において地域づくり協議

会と連携し、上田農村環境改善センターを地域拠

点にするとともにその拠点と市民病院を含む六日

町市街地を結ぶ交通を整理した。 

一方、公共交通の厳しい現状、今後の方向性な

どを地域住民と共有し、地域全体で公共交通を支

えていく機運を作るには更なる取組みが必要で

す。 

事業評価 C 

本計画での展開 ○ 
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２-５-２ 各指標の達成状況について 

現行計画にて位置付けられた評価指標及び数値目標の達成状況については、以下のとおり

です。 

計画の目標 評価指標 当初値 目標値 
中間値 

（R４） 

現況値 

（R6） 

目標① 

地域の実態

に即したス

ムーズに移

動できる公

共交通ネッ

トワークを

構築する 

指標①－１ 

魚沼基幹病院の

受付時間に間に

合う地域の人口

割合（％） 

77.5％ 

（R1 年度） 
90％ 85.8% 85.8% 

指標①－２ 

高校通学に間に

合う地域の人口

割合（％） 

48.5％ 

（R1 年度） 
60％ 48.5% 48.9% 

目標② 

多様で一体

的な交通サ

ービスによ

り、きめ細

かな移動手

段を確保す

る 

指標②－１ 

市内の幹線交通

及び地域内交通

の利用者数 

274 千人/年 

（R1 年度） 
265 千人/年 

204 千人/年 

（R３年度） 

214 千人/年 

（R６年度） 

指標②－２ 

南魚沼市の公共

交通全体の満足

度 

6.6％ 

（R1 年） 
10％ ― 11.8% 

目標③  

地域と一体

となった取

り組みを行

い公共交通

の利用環境

と持続性の

向上を図る 

指標③－１ 

乗り継ぎ拠点の

整備・改善箇所

数 

― 4 箇所 １箇所 ３箇所 

指標③－２ 

地域と連携した

取り組み件数 
― 2 件 １件 １件 

目標①と目

標②に共通

する目標 

指標①・②－１ 

利用者１人あた

りの南魚沼市の

財政負担 

路線バス 

399 円/年・人 

市民バス 

1,975 円/年・人 

（R４年度） 

路線バス 

399 円/年・人 

市民バス 

1,975 円/年・人 

 

― 

路線バス 

388 円/年・人 

市民バス 

1,772 円/年・人 

 

指標①・②－２ 

収支率 

路線バス

27.0% 

市民バス 

7.8% 

（R４年度） 

路線バス

27.0% 

市民バス 

7.8% 

 

― 

路線バス

29.5% 

市民バス 

8.2% 
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３ 南魚沼市の地域公共交通が抱える課題 

３-１ 公共交通を取り巻く現状・問題点の整理 

本市の公共交通を取り巻く現状・問題点と、これを踏まえた計画策定にあたる課題につい

て、以下のように整理します。 

 １．地域現況から見る現状・問題点 

 ○総人口を見ると、緩やかながら経年的な減少傾向にあり、将来的に更なる人口減少の

進行が予測されています。 

○年齢別の構成比では、約 3 分の 1を 60 歳以上の高齢者が占めています。また、将

来人口推計では、今後も経年的に高齢化は進むことが予測されています。加えて、世

帯人員も減少傾向にあることから、高齢者世帯の増加も想定されます。 

 

○通勤・通学では市内移動のほか、魚沼市、湯沢町、十日町市のつながりが強いです。

また、長岡市との流動も一定数みられます。 

○市内の人口・施設分布を見ると、概ね国道 17号の沿線を中心に分布しているほか、

山あいの集落にも一定の分布が見られます。 

○自動車保有状況では、世帯当たりの保有台数は 1.7 台程度ですが、経年的に減少して

います。 

  

6,578 5,521 4,595 4,057 3,772 3,477

29,813 27,507
25,645 23,608 21,110

18,566

9,193
8,375

6,805
6,112

6,246
6,523

9,267

10,212

11,321

11,459
10,957 10,290

54,851

51,615

48,366

45,236

42,085

38,856

16.9%
19.8% 23.4% 25.3% 26.0%

26.5%

16.8% 16.2%
14.1% 13.5% 14.8% 16.8%

54.4%

53.3% 53.0% 52.2% 50.2% 47.8%
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 ２．公共交通現況から見る現状・問題点 

 ○路線バス系統は、概ね片道 30 分～1時間程度の区間を運行しています。一方、市民

バスは、一部の路線で所要時間が 1時間以上を超える路線があります。 

○市民バスでは、大和地域、六日町地域では直近で利用者数が増加傾向にあり、特に三用コ

ース、後山・辻又コースは、コロナ禍以前の水準を上回っています。 

○令和5年度の利用状況を見ると、利用者は鉄道駅やその周辺、あるいは医療施設への移動

が、多くの路線で見受けられます。また、浦佐駅～魚沼基幹病院での利用が特に多く見ら

れることから、JR上越線-市民バスでの乗り継ぎによる通院での利用も考えられます。 

○後山・辻又コース、大崎コース、五十沢・大月コースは、1km あたりの運行補助額

が他路線と比べて高い傾向にあります。 

 

 ３．南魚沼市のまちづくりから見る現状・問題点 

 ○第 2 次総合計画などでは、南魚沼市民における市民バスの利用促進が掲げられてお

り、実現に向けた利便性向上と、利用しやすい運行体制への改善が求められていま

す。併せて、後期基本計画及び実施計画では、社会情勢を踏まえた公共交通体系の確

保が求められています。 

○都市計画マスタープランでは、都市拠点・地域拠点と集落拠点・集落地を結ぶ交通手

段として、また学生・高齢者といった車を運転しない市民の交通手段として、市民バ

スの利便性向上が求められています。併せて、鉄道駅では、公共交通拠点として、鉄

道・新幹線利用者に対する路線バス・市民バスとの連携が求められています。 

○南魚沼市立地適正化計画では、市全体として持続可能性の高い公共交通体系の構築が

求められているほか、都市機能誘導区域の設定方針として公共交通アクセスの利便性

が位置付けられ、同区域を軸とした利便性向上が求められています。誘導区域間の輸

送手段として、デマンド交通の導入について言及されています。 

○第 9 期南魚沼市高齢者福祉計画 介護保険事業計画では、デマンド型交通、地域主体

の移動サービスなど、地域に合わせた様々な手法での、高齢者の移動手段確保が求め

られています。また南魚沼市環境基本計画では、自動車の排気ガス排出抑制の観点か

ら、自家用車利用から公共交通利用への転換促進が求められています。 

○第 2 期魚沼地域定住自立圏共生ビジョンでは、圏域内における生活交通確保のため、

市町間での連携による交通ネットワーク維持が求められています。 
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 ４．関係者（市民・交通事業者等）から見る現状・問題点 

 ○日常生活における市民の移動動向では、目的を問わず自家用車を利用する傾向が強く

免許返納後についても家族の送迎で移動するという人が一定数みられます。 

○バス利用者の中には週 1 回以上と定期的に利用する人が一定数見受けられ、一部では

生活移動の足として活用されている模様です。 

○市民アンケート・利用者アンケート共にデマンド交通の導入に係る回答が多く、一定

の利用需要が期待できます。一方で、バス利用者については現在の運行形態の維持を

求める声もあることから、既存の市民バス路線の利便性を維持することも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左：市民アンケート-全体集計抜粋-、右：利用者アンケート） 

 

○利用の有無を問わず、医療施設へのアクセス強化を求める意向が強く、特に南魚沼市

民病院、魚沼基幹病院へのアクセス需要が高くなっています。 

○医療施設へのアクセスの需要が多いものの、多くの車両で車椅子に対応していません。 

○路線バス・市民バスの満足度では運行本数の評価が低く、利用促進に向けた課題にな

っていると考えられます。 

○路線バスについては高校生の通学利用が多く、市民バスについては高齢者の買い物・

通院利用が多くなっています。特に大和地域では、魚沼基幹病院への利用が大半を占

めています。 

○路線バス、市民バスともに、ほぼすべての事業者で乗務員確保が喫緊の課題となって

いるほか、利用者が少ないことについて、運行形態の変更など抜本的な再編が必要と

考える事業者も多くなっています。 

○市民のタクシー利用については、高齢者の買い物・通院利用が多いほか、市民バスの

補完の役割を担っている側面もあります。 

 ５．全国的な社会傾向や、新たな技術革新を踏まえた現状・問題点 

 ○デジタル技術を活用し、公共交通の利便性向上や運行効率化*を図る取組み（交通系

IC カードを含むキャッシュレス決済、MaaS*、AI オンデマンド交通、自動運転な

ど）の開発・導入が進みつつあります。 

○求職者数の減少や法改正に伴う就労時間の規制などにより、バス・タクシーをはじめ

とする交通事業者の乗務員不足が深刻化しており、既存路線の減便・廃止や、新しい

交通の担い手確保が困難なケースが増加しています。 

○物価や燃料資源の高騰により、公共交通事業に係る経費は年々増加しており、交通事

業者及び運行支援を行う自治体の負担は増加しつつあります。 

  

既存の公共交通と並行するよ

うにして導入すべきだと思う
22.2%

既存の公共交通を廃止して、デ

マンド交通に転換すべきだと思う
4.9%

既存の公共交通の存続が厳しく

なった際には、導入すべきだと思う
28.2%導入の必要はない

2.8%

わからない
29.4%

その他
1.5%

無回答
11.0%

n=1177

既存の公共交通と並行する

ようにして導入すべき
26.0%

既存の公共交通を廃止して、

デマンド交通に転換すべき
5.5%

既存の公共交通の存続が厳し

くなった際には、導入すべき
23.3%導入の必要性はない

2.7%

わからない
26.0%

その他
2.7%

無回答
13.7%

n=73
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３-２ 公共交通を取り巻く課題の整理 

課題１：地域間をつなぐ公共交通ネットワークの検討・維持 

南魚沼市民の生活移動では、商業施設、医療施設などが幹線道路沿いに密集していることか

ら、多くの区域で地域間での移動が必要となります。また、今後高齢化の進行により、これまで

自家用車を利用していた市民の免許返納による移動手段の確保が重要となり、生活移動における

公共交通サービスの重要性が高まることが想定されます。 

これを見据えて、日常生活の様々な場面の外出に対応すべく、公共交通サービスにおける利用

機会の増加と、市内回遊性の向上を図るとともに、人口減少、乗務員不足といった背景を踏まえ

て、地域公共交通の維持確保が必要となります。 

課題２：移動需要に合わせた効果的な公共交通体系の模索 

南魚沼市のまちづくりの特徴として、各地域の地域づくり協議会による市民協働なまちづくり

が図られている点が挙げられます。新たな公共交通ネットワークの検討にあたって、地域づくり

協議会と連携を図ることにより、より地域ごとの需要に沿った交通体系の検討が可能です。 

これを踏まえて、短距離でのドアツードア輸送、一定以上の輸送力を持つ中距離輸送などのニ

ーズに対して、市民協働による協議で調整する交通や、既存の交通事業者による交通などを連携

させて、地域資源を最大限に活用したネットワーク構築についても検討が期待できます。 

課題３：広域移動を担う公共交通サービスと交通結節点へのアクセス手段の維持確保 

本市に係る学生の通学動向について、魚沼市、十日町市、長岡市と、市外との流入出が多く、

特に鉄道での通学が多く見受けられます。また、魚沼基幹病院への移動では、浦佐駅を介して鉄

道を利用する市民も見受けられるなど、市内外の移動で、広域交通の活用が見られています。 

これを踏まえて、鉄道や路線バスといった市外へのアクセスを担う広域交通サービスについ

て、運行事業者と定期的に協議を行い、通勤・通学時間帯を中心とした運行体制の維持確保や、

将来的な充実について継続的に要望する必要があります。この際には、魚沼地域定住自立圏での

連携についても、活用を模索することが必要です。 

また、これらの交通との結節点となる鉄道駅などでは、地域間交通との接続を充分に図り、広

域交通と一体となる利用を見据えた運行が求められます。 

課題４：市民にとって身近な公共交通サービスの確立 

既存交通及び再編後の公共交通ネットワークの維持確保にあたっては、一定以上の利用者の確

保が必要となります。中でも、地域公共交通に至っては、南魚沼市民の生活移動に公共交通利用

を組み込んでいくことが重要になります。 

市内の公共交通サービスを利用する機会がない市民にとっては、公共交通の利用は既存利用者

よりも利用に対するハードルが高く、必要な時に活用されないケースが想定されることから、利

用の有無に関わらず、必要な時に気軽に利用できるような運行体系の構築や、日常的なサービス

の周知拡大などを通じた、市民にとって身近と言える公共交通サービスの確立が求められます。 

課題５：課題解決に向けた最新技術の活用検討 

昨今では全国的に、公共交通を取り巻く課題を解決すべく、様々な技術革新が研究されてお

り、中には MaaS施策や AI 技術、自動運転技術の導入など、実地での検証や実用化が進められ

ているものもあります。 

本市の公共交通においても、乗務員不足など既存の運行形態では充分に対応が困難な問題の解

消や、さらなる利便性向上の検討にあたり、このような取組みが重要となることが想定されるこ

とから、将来的な導入に向けて、様々な対応策を検討する必要があります。 
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４ 本計画における将来像・基本方針・基本目標 

４-１ 公共交通ネットワークの将来像 

４-１-１ 目指す公共交通ネットワーク 

本市の公共交通を取り巻く現状や課題を踏まえ、以下のとおり目指すべき将来像を整理し

ました。 

都市構造の核となる、鉄道駅・大型病院・大型商業施設が集積する地域を「主要交通拠点」

とし、主要交通拠点から市外への移動、主要交通拠点間の移動を広域交通・基幹交通が支えま

す。地域ごとのネットワークの中心となる拠点を「地域交通拠点」とし、各集落から地域交通

拠点間、地域交通拠点から主要交通拠点間の移動を支線交通が支えます。 

 

■公共交通ネットワークのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各交通サービスの特性 

種類 主な公共交通 特性 

広域交通 
鉄道 

路線バス 

中・長距離の運行に適し、大規模輸送にも対応できる交通サ

ービスで、市外・県外への移動を担う。 

基幹交通 

鉄道 

路線バス 

 

中距離程度の運行に適し、中～大規模輸送にも対応できる交通

サービスで、市内の交通の要所を結ぶ。 

市内間移動の中心となる交通サービスで、主要交通拠点・地域

交通拠点で支線交通と接続する。 

支線交通 

市民バス 

予約型乗合タ

クシー 

道路幅員の狭い区域にも対応した、小回りと回遊性の高い交通

サービスで、自宅付近から地域交通拠点・主要交通拠点を結び、

基幹交通・広域交通を補完する役割を持つ。 

 

鉄道駅・大病院・大型商業施設
などが集積 

 主要交通拠点 

広域交通 

基幹交通 

支線交通 

鉄道・路線バス 

路線バス 

 

市民バス 

鉄道駅・大病院・大型商業施設
などが集積 

集落 

集落 集落 集落 
集落 

 主要交通拠点 

 

 地域交通拠点 

地域の病院・商業施設 
などが集積 

 

 地域交通拠点 

地域の病院・商業施設 
などが集積  

 地域交通拠点 

地域の病院・商業施設 
などが集積 

鉄道 

路線バス 

鉄道 

予約型乗合タクシー 
市民バス 

市民バス 

集落 

予約型乗合タクシー 

予約型乗合タクシー 

集落 
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４-１-２ 現状の路線バス系統の必要性・有効性について 

既存公共交通の運行にあたっては、運営努力や市の財政負担だけでは路線の維持が難しい

ため、国の地域公共交通確保維持改善事業や新潟県のバス運行費補助制度等を活用し、生活

交通手段を確保・維持する必要があります。今後も、これらの補助制度の活用により、老朽

化した車両の更新を行いつつ、地域間幹線系統＊や地域内フィーダー系統＊の運行維持を図

ります。 

路線名 起点 
主な 

経由地 
終点 

事
業
許
可
区
分 

運
行
形
態 

事業 

主体 

地域公共交通確保維持改善事業の必要性

（位置づけ・役割を含む） 

活
用
補
助
事
業 

六日町 

－浦佐 

－小出 

線 

六日町

駅前 

新国道 

・小出 

駅 

魚沼市

役所前 

４
条
乗
合 

路
線
定
期
運
行 

南越

後観

光バ

ス㈱ 

六日町駅から浦佐駅（・魚沼基幹病

院）・小出駅を経由して魚沼市役所の間

を連絡し、通勤通学、買物、通院等の日

常生活行動だけではなく、観光、ビジネ

ス等、多様な目的での移動を担う。起点

の六日町駅、経由地の浦佐駅・小出駅で

は、鉄道や他の路線バス・市民バスと連

絡し、公共交通ネットワークを構築する

上で特に重要な役割を担っている。 

幹
線
補
助 

六日町

駅前 

新国道 

・魚沼 

基幹病 

院・小 

出駅 

魚沼市

役所前 

湯沢 

－塩沢 

－六日町 

線 

湯沢車

庫前 

大木六 六日町

車庫前 

主に六日町駅と越後湯沢駅を連絡し、通

勤通学、買物、通院等の日常生活行動だ

けではなく、観光、ビジネス等、多様な

目的での移動を担う。起終点付近にそれ

ぞれ越後湯沢駅、六日町駅（駅角）を経

由し、鉄道や他の路線バス・市民バスと

連絡し、公共交通ネットワークを構築す

る上で特に重要な役割を担っている。 

城内 

コース 

南魚沼

市役所 

野際・ 

若宮様 

福祉セ

ンター

しらゆ

り 

城内地域から六日町駅、福祉施設や南魚

沼市民病院等の生活必需施設を連絡する

近距離の路線であり、地域の移動手段と

しての役割を担っており、また六日町駅

では六日町－浦佐－小出線への接続によ

り広域への移動も可能とするなど、六日

町－浦佐－小出線を補完する欠かせない

路線である。 

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助 

五十沢・ 

大月 

コース 

清水瀬 中川新

田 

福祉セ

ンター

しらゆ

り 

五十沢地域や大月集落から六日町駅、南

魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡す

る近距離の路線であり、地域の移動手段

としての役割を担っており、また六日町

駅では六日町－浦佐－小出線への接続に

より広域への移動も可能とするなど、六

日町－浦佐－小出線を補完する欠かせな

い路線である。 
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路線名 起点 
主な 

経由地 
終点 

事
業
許
可
区
分 

運
行
形
態 

事業 

主体 

地域公共交通確保維持改善事業の必要性

（位置づけ・役割を含む） 

活
用
補
助
事
業 

大巻・泉

コース 

泉新田 

・保育 

園バス 

停 

庄ノ又 銀嶺タ

クシー

前 

４
条
乗
合 

路
線
定
期
運
行 

銀嶺

タク

シー

㈱ 

大巻地域や泉集落から六日町駅、南魚沼

市民病院等の生活必需施設を連絡する近

距離の路線であり、地域の移動手段とし

ての役割を担っており、また六日町駅で

は六日町－浦佐－小出線への接続により

広域への移動も可能とするなど、六日町

－浦佐－小出線を補完する欠かせない路

線である。 

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助 

上田・ 

泉田 

コース 

小松沢

十字路 

西泉田

公民館 

福祉セ

ンター

しらゆ

り 

上田地域や西泉田集落から六日町駅、南

魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡す

る近距離の路線であり、地域の移動手段

としての役割を担っており、また六日町

駅では六日町－浦佐－小出線への接続に

より広域への移動も可能とするなど、六

日町－浦佐－小出線を補完する欠かせな

い路線である。 

石打・ 

竹俣 

コース 

五十嵐 塩沢庁

舎 

南魚沼

市役所 

㈱魚

沼中

央ト

ラン

スポ

ート 

石打地域や塩沢地域から六日町駅、南魚

沼市民病院等の生活必需施設を連絡する

近距離の路線であり、地域の移動手段と

しての役割を担っており、また六日町駅

では六日町－浦佐－小出線への接続によ

り広域への移動も可能とするなど、六日

町－浦佐－小出線を補完する欠かせない

路線である。 

中之島・ 

吉里 

コース 

柄沢 塩沢庁

舎 

南魚沼

市役所 

中之島地域や塩沢地域から六日町駅、南

魚沼市民病院等の生活必需施設を連絡す

る近距離の路線であり、地域の移動手段

としての役割を担っており、また六日町

駅では六日町－浦佐－小出線への接続に

より広域への移動も可能とするなど、六

日町－浦佐－小出線を補完する欠かせな

い路線である。 
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南魚沼市における公共交通補助対象路線 
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４-２ 計画の体系について 

 

【基本方針２】既存の公共交通の維持 

 
現在運行されている路線バス各系統は、市内の地域間輸

送や、市街地に向けた幹線系統としての役割を担うほか、鉄

道と併せて、周辺市町とのアクセスを担う広域路線としての

役割を担う重要度の高い路線ですが、人口減少、生活様式の

変化に伴う利用者減少や、昨今の乗務員不足など、路線維持

を取り巻く環境は厳しい状況が続いています。 

こうした状況の中で、継続的な運行やサービスの維持を

図っていくため、交通事業者に対して必要な支援策の検討・

実施を図るとともに、新たな公共交通事業の担い手を模索し

ます。 

【基本方針 1】地域やまちづくりと連携した交通体系の再編 

近年、あらゆる面で大きく変化した社会情勢に対応すべ

く、本市の市政においても方向性の転換や新たな方針が立て

られ、それに基づいて現行の総合計画や立地適正化計画が策

定されています。 

公共施策においても、これらのまちづくりの方針を踏まえ

た方向性での施策展開を行っていくとともに、交通ネットワ

ーク再編にあたっても、既存の鉄道・路線バスによる広域交

通を軸として、市街地・交通結節点と郊外の地域拠点を結ぶ

地域間交通、各家庭から地域拠点までの移動を担う地域内交

通に分類するとともに、地域内交通については、地域ごとの

特性や需要を踏まえて、様々な交通体系を模索します。 

【基本方針３】持続可能性の向上に向けた環境整備 

継続的な公共交通サービスの維持確保にあたっては、市

民のニーズや生活様式に沿ったネットワークの構築だけでな

く、公共交通サービスを市民の方に広く活用していただくた

めの取組みを実施していくことが重要となります。 

これを踏まえて、自家用車利用からの移動手段の転換

や、高齢者の外出促進策などと連携した利用促進策を実施し

ていくとともに、市民及び他地域からの来訪者などの突発的

な利用にも活用できる広い情報発信や、日常的かつ継続的な

利用に向けた利用環境の整備などを図ります。 

課題１:地域間をつ

なぐ公共交通ネ

ットワークの検

討・維持 

課題２:移動需要に

合わせた効果的

な公共交通体系

の模索 

課題３:広域移動を

担う公共交通サ

ービスと交通結

節点へのアクセ

ス手段の維持確

保 

課題４:市民にとっ

て身近な公共交

通サービスの確

立 

課題５:課題解決に

向けた最新技術

の活用検討 

目標像   ま ち と 地 域 と 人 を つ な ぐ 本市の公共 

交通におけ 

る課題点 
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み ん な で 育 む 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク 

施策① 
ネットワーク再編方針の
決定と構築 

施策② 
総合計画を筆頭としたまちづ
くり方針との連携 

施策④ 
既存路線の維持及び効率化 

施策③ 
新規施策における地域住民や
地域コミュニティとの連携 

施策⑦ 
バス交通の利用促進策の
実施 

施策⑨ 
バス停留所の環境整備 

施策⑤ 
乗務員確保に対する支援
検討 

施策⑥ 
様々な輸送資源の活用 
検討 

施策⑧ 
バス交通に係る情報発信
の強化 

＜基本目標＞ 

１．まちづくりの方針を踏まえ地域ごとの特性や

需要に応じた交通ネットワークの再編 

指標：再編方針の決定 

   再編方針に基づく、地域内交通に係る運

行体系の構築 

 

 ２．地域コミュニティと連携した交通体系検討 

  指標：住民または地域コミュニティとの地域間

交通に関する協議数 

＜基本目標＞ 

１．広域路線バス網の維持・確保 

指標：民間路線バスの維持確保に向け協議が整った

路線数 

 

 ２．乗務員不足の解消 

  指標：乗務員確保に対する支援施策の活用者数 

＜基本目標＞ 

１．市民を対象とした利用促進策の実施 

指標：市民を対象にした交通施策（モビリティマ

ネジメントを含む）の実施回数 

   市民バス1日あたり利用者数 

 

 ２．利用しやすい環境の整備 

  指標：交通結節点を中心とした主要バス停留所

の環境改善数 

     市内交通における運行情報のオープンデ

ータ*化済み路線数 
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４-３ 計画の基本的な方針と目標 

４-３-１ 目標像・基本方針 

計画を通じて実現する、本市の公共交通の将来像を示す目標像と、本計画が目指す方向性

を明確にするための基本方針について、本計画では以下のとおりとします。 

■目標像 

 

 

 

 

■基本方針 

基本方針１ 地域やまちづくりと連携した交通体系の再編 

将来的な人口減少や少子高齢化の加速に対応すべく、既存交通の見直し、新規交通の検討

による新たな交通ネットワークへの再編が求められています。加えて、令和 7 年度の策定に

向けた次期総合計画の検討が進むなど、本計画の期間内でまちづくりの方向性が大きく転換

する可能性があります。 

こういった状況に対応すべく、都市計画マスタープラン、立地適正化計画や次期総合計画

も踏まえ、地域ごとの公共交通ネットワーク再編の方向性を位置付けた再編方針を決定しま

す。 

この再編方針のなかで、地域ごとの特性や需要を踏まえて様々な交通ネットワークの構築

を検討するとともに、地域づくり協議会のような地域コミュニティと連携した交通体系を模

索します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本目標＞ 

○まちづくりの方針を踏まえ地域ごとの特性や需要に応じた交通ネットワークの再編 

  指標：再編方針の決定 

再編方針に基づく、地域内交通に係る運行体系の構築 

○地地域コミュニティと連携した交通体系再編 

 指標：住民または地域コミュニティとの地域間交通に関する協議数 

 

 

 

まちと地域と人をつなぐ みんなで育む交通ネットワーク 

地
域
公
共
交
通
計
画 

（
本
計
画
）
策
定 

再編方針の決定  

次期総合計画 

（R7 度策定予定） 

 

都市計画マス

タープラン 

立地適正

化計画 
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基本方針２ 既存の地域公共交通の維持 

燃料費や物価の高騰、交通事業者における乗務員不足といった社会情勢に対応し、持続可

能な公共交通体系の形成を図る必要があります。 

基本方針１による再編を実施するまでの間、あるいは再編の対象とならなかった路線につ

いては、路線の維持確保に向けて市の支援制度の見直しや、市民バスへの転換など、運行事

業者と市が一体なって路線の維持・確保を図ります。また、既存路線や再編後の公共交通サ

ービスの維持のため乗務員確保に向けた支援制度を創設します。 

あわせて、既存の公共交通以外の送迎サービスやスクールバス等の活用を検討します。 

＜基本目標＞ 

○広域路線バス網の維持・確保 

  指標：民間路線バスの維持確保に向け協議が整った路線数 

○乗務員不足の解消 

 指標：乗務員確保に対する支援施策の活用者数 

 

基本方針３ 持続可能性の向上に向けた環境整備 

地域公共交通の持続可能性の向上にあたっては、地域住民が日常的にサービスを利用する

土壌づくりが重要になります。こういった環境の醸成に向けて、バスの乗り方教室や、広報

資料等を通じた情報発信の強化、自家用車移動からの利用転換促進といった取組みによる、

モビリティマネジメントを実施します。 

また、こういった取組みによって地域公共交通の利用者となった市民において、さらなる

利用につなげるべく、運行情報、乗継情報など利用時に活用できる情報発信の強化など、積

極的な利便性向上策を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜基本目標＞ 

○市民を対象とした利用促進策の実施 

  指標：市民を対象にした公共交通イベント（モビリティマネジメントを含む）の

実施回数 

     市民バス 1日あたり利用者数 

○利用しやすい環境の整備 

 指標：市内交通における運行情報のオープンデータ*化済み路線数 
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５ 目標を達成するために行う事業と評価指標 

５-１ 計画期間内に実施する施策・事業 

【施策１】ネットワーク再編方針の決定と構築 

施策内容 公共交通ネットワークの再編においては、事業者間の調整や、新規交通の運

行のための協議・調整など、長期的な取組みとなることから、実現に向けて、

実施に向けた方向性や内容について予め明確にし、広く共有することが重要と

なります。 

そのため、再編実施に先立ち、その方向性と再編の内容（対象地域、導入す

る交通サービスなど）について明確にした、再編方針を決定し、その案に沿っ

た再編を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域公共交通ネットワークの再編イメージ 

 

実施主体 市 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程 

 

    

協議会での 

協議事項 

○再編方針の検討・決定（R8年度まで） 

○再編案の実施状況について（R8年度以降） 

 

  

再編方針の決定 
状況に応じて再編案の見直
しを検討 

案に沿った再編施策の実施 
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【施策２】総合計画を筆頭としたまちづくり方針への対応・連携の検討 

施策内容 総合的なまちづくりにおける立地誘導や新たな人流の構築にあたっては、そ

の移動手段の一つとなる公共交通は、非常に関連性の高い分野の一つです。 

そのため、本計画の施策にあたっては、都市計画マスタープラン、立地適正

化計画、令和 7年度に作成を予定している次期総合計画で掲載される内容

や、計画期間内に策定・改定が行われる他分野施策なども含めて、まちづくり

方針に沿った取組みの推進を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲都市計画マスタープラン、立地適正化計画、第２次総合計画 

 

 

 

実施主体 市 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程    

 

 

協議会での 

協議事項 

○再編方針の検討・決定（R8年度まで） 

○再編案の実施状況について（R8年度以降） 

 

 

  

状況に応じて計画の見直しを検討 

評価・検証 

上位・他分野計画を踏まえた再編施策の実施 
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【施策３】新規施策における地域住民や地域コミュニティとの連携 

施策内容 地域内交通の整備にあたっては、利用者は主に地域内居住者に限られること

から、対象地域の意向や移動需要が、さらに重要な要素となります。そのた

め、全市で画一的な運行を図るよりも、対象地域ごとに有効な運行形態やダイ

ヤ等の設定を行う必要があります。 

こういった地域ごとの特性や需要、動向を適切に反映すべく、運行の検討に

地域住民や、自治会・地域づくり協議会といった地域コミュニティと連携し

て、運行体制の模索や運行計画の検討を行います。また、運行従事者の確保に

おいて、より柔軟性が高い運行を実現すべく、地域住民による運行について

も、柔軟に対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲本市における地域づくり協議会の位置付け 

実施主体 市、対象地域在住の市民 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程 

 

    

協議会での 

協議事項 
○対象地域における検討・協議の実施状況の確認（年 1回） 

対象地域の選定 

実証運行の実施 

本格運行に向け
た検討 
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【施策４】既存バス路線の維持及び運行効率化 

施策内容 現在、市内で運行されている路線バスは、鉄道と併せて近隣市町への広域移

動を担う路線と、市街地から郊外を結ぶ地域間路線が混在しており、いずれも

市民の生活移動手段として重要度が高いことから、運行状況について継続的に

検証するとともに、既存路線の維持確保に向けて市の支援制度の見直しや、市

民バスへの転換など、運行事業者と市が一体となって、路線の維持・確保を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲現在のバス路線ネットワーク 

 

実施主体 市、交通事業者 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程      

協議会での 

協議事項 

○各路線・系統の利用状況の検証（年１回） 

○既存路線の維持確保に向けた取組みの実施 

  

既存路線の検証、維持確保のための取組み実施 
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【施策５】乗務員確保に対する支援検討 

施策内容 交通事業者における乗務員の高齢化や働き方改革による労働時間の規制を受

け、乗務員不足が深刻な問題となっています。市内においても近年は乗務員不

足に起因した路線バスの減便や運行廃止が相継いでおり、今後も減便や路線削

減など厳しい状況が続くものと思われます。市民バスについても、今後は乗務

員不足が顕在化してくると思われ、交通事業者の乗務員確保は喫緊の課題とな

っています。 

このような状況で、乗務員確保への対応のため交通事業者に対する支援制度

の創設を検討します。 

実施主体 市 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程  

 

 
 

 

協議会での 

協議事項 

○乗務員不足に対応するための支援制度の創設（R7 年度） 

○乗務員不足に対応するための取組み実施（R8年度以降） 

 

  

乗務員不足対応

の援制度創設 
取組み実施 評価・検証 
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【施策６】様々な輸送資源の活用検討 

施策内容 他の自治体の事例によると、既存交通事業者以外の運行事業者として、民間

施設や医療施設の送迎サービス、スクールバスの一般混乗や空き時間での運用

などが検討・実施されています。 

本市においても公共交通サービスの確保は喫緊の課題であることから、基本

方針１による再編と並行し、地域住民の移動手段の維持確保を図るため多様な

輸送サービスについて関係機関と調整をとりながら活用が可能かどうか研究を

していきます。 

また、市民の安心安全な生活を守るため、障がい者や乗降に支障が生じてい

る交通弱者の移動確保についてもあわせて関係部局と連携して検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域旅客運送サービスの一環を担う輸送サービス（国交省） 

 

実施主体 市、輸送サービス運行事業者 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程 

 

  

 

 

協議会での 

協議事項 

○各路線・系統の利用状況の検証（年１回） 

○路線再編への活用の検討 

  

活用に向けた 
検討 

評価・ 

検証 
路線再編案への活用の検討 
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【施策７】バス交通の利用促進策の実施 

施策内容 地域公共交通ネットワークの持続可能性を高めるために重要な要素として、

地域住民の日常的な利用の有無が重要になることから、これを誘発すべく、バ

ス交通に関する利用促進策を実施します。 

具体的には、市民バス・路線バスガイドブックをはじめとする運行情報資料

の各戸配布や、バスの乗り方教室や地域イベントへの出展といった、周知 PR

に係るイベントの企画・参画を行うとともに、行動変容を促すモビリティマネ

ジメント*の実施についても検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲バスの乗り方教室 

 

実施主体 市、交通事業者 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程      

協議会での 

協議事項 
○実施実績確認（年 1 回） 

  

ガイドブック等の配布、イベントの開催・参画 

新規配布資料の作成検討 
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【施策８】バス交通に係る情報発信の強化 

施策内容 現在、路線バス、市民バスいずれも、運行区間、運行時刻に係るオープンデ

ータ化を実現しており、インターネット上の検索エンジンでの乗り換え検索等

で同バスを交えた経路が表示されるなど、市内外からの利用に広く対応してい

ると言えます。 

今後はこれをさらに発展させて、GPS を併用した位置情報や、乗務員によ

るデジタルアプリでの乗降カウントによる混雑情報といった、リアルタイムで

の動的データ提供を検討していくことで、バスロケーションシステム*の導入

や、交通結節点等での案内表示の充実、利用状況のデータ化による分析の簡略

化などが期待できます。 

導入にあたっては、まず実証運行を行う新規交通へ導入し、利用状況分析へ

の活用を軸に実用性について検証、その後既存交通への展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲【他地域事例】交通結節点におけるデジタルサイネージ導入例 

（埼玉県戸田市） 

 

実施主体 市、交通事業者 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程      

協議会での 

協議事項 

○新規交通への導入検討（R7年度） 

○既存交通への導入検討（R8年度以降） 

  

新規交通での導入 

既存交通

での導入

検討 

既存交通での導入 

（段階的に実施） 
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【施策９】バス停留所の環境整備 

施策内容 バスの利便性向上にあたっては、停留所標識の整備が重要になってきます。

現在の停留所は時刻表のみを掲示した簡素なものが多くあり停留所の位置がわ

かりづらくなっています。また、アルミ製の細い支柱となっている標識が多

く、国内有数の豪雪地帯である本市においては雪により標識が破損してしまう

状況となっています。 

乗継ぎが発生する交通結節点を筆頭に、停留所の位置がわかりやすく、雪

で破損しない丈夫な標識への更新等を進め、待合環境の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲整備が必要な停留所     ▲環境が整っている停留所の例 

 

実施主体 市、交通事業者 

実施行程・ 

スケジュール 

 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

実施行程      

協議会での 

協議事項 
○実施状況の確認 

  

整備（随時） 
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５-２ 計画の評価指標 

５-２-１ 基本方針に基づく目標・評価指標 

目標の達成状況を明確化するため、評価指標の目標値を次のとおり設定します。 

■目標の評価指標一覧 

目標 評価指標 
現況値 

（令和 6 年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

基本方針１ 地域やまちづくりと連携した交通体系の再編 

【目標１】 

まちづくりの方針を踏

まえた地域を結ぶ交通

ネットワークの再編 

指標① 

再編方針の決定 
20％ 

100％ 

（令和 8 年度） 

指標② 

再編方針に基づく、地域内交

通に係る運行体系の構築 

- ４路線 

【目標２】 

地域コミュニティと連

携した交通体系検討 

指標① 

住民または地域コミュニティ

との地域間交通に関する協議

数 

- 
全 12 地域 

で１回以上 

基本方針２ 既存の地域公共交通の維持 

【目標１】 

広域路線バス網の 

維持・確保 

指標① 

民間路線バスの維持確保に向

け協議が整った路線数 

- 10 路線 

【目標２】 

乗務員不足の解消 

指標① 

乗務員確保に対する支援施策

の活用者数 

- 
15 人 

（令和７～11 年度） 

基本方針３ 持続可能性の向上に向けた環境整備 

【目標１】 

市民を対象とした利用

促進策の実施 

指標① 

市民を対象にしたバス利用促

進施策（モビリティマネジメ

ントを含む）の実施回数 

２回 

（令和 6 年度） 
4 回 

指標② 

市民バス１日あたり利用者数 

173.4 人 

（令和５年度） 

180.0 人 

（令和 10 年度） 

【目標２】 

利用しやすい環境の整

備 

指標① 

交通結節点を中心とした主要

バス停留所の環境改善数 

- 30 箇所 

指標② 

バス運行情報のオープンデー

タ化率 

0％ 100％ 
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５-２-２ 地域公共交通全体に係る目標・評価指標 

地域公共交通確保維持改善事業に係る評価指標の目標値を次のとおり設定します。 

目標 評価指標 
現況値 

（令和 6 年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 
データ 
取得方法 

地域公共交通の運

行に係る市の財政

負担及び収支率の

改善 

利用者１人あた

りの市の財政負

担 

路線バス 

388 円/年・人 

市民バス 

1,772 円/年・人 

路線バス 

現況値を下回る 

市民バス 

現況値を下回る 

交通事業者及

び市の資料に

より算出。 

収支率 

 

路線バス 29.5% 

市民バス  8.2% 

路線バス 

現況値を上回る 

市民バス 

現況値を上回る 

交通事業者の

資料により算

出。 

地域間幹線系統及

び地域内フィーダ

ー系統の利用者数

の維持 

地域間幹線系統

１日あたり利用

者数 

162.7 人 155.0 人 
交通事業者の

資料により算

出。 
地域内フィーダ

ー系統１日あた

り利用者数 

68.3 人 70.0 人 
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■目標値設定の考え方 

評価指標 考え方 

再編実施方針の決定 

本計画の内容を基礎とした公共交通ネットワーク再編に

係る方針について、令和 8 年度末までの確立に向けた内容

検討を行います。 

再編実施方針に基づく、地域

内交通に係る運行体系の構

築 

策定した再編実施計画を踏まえて、路線単位・地域単位で

の運行形態や体制、実証運行や本格運行までのスケジュール

などを取りまとめ、再編後のネットワークの実現に向けて計

画的に取り組みます。 

本計画期間では、3地域（大和地域・六日町地域・塩沢地

域）に 1 系統ずつの検討・構築を想定します。 

住民または地域コミュニテ

ィとの地域間交通に関する

協議数 

地域間交通・地域内交通について、その在り方や将来的な

方向性を検討するにあたり、沿線住民や地域コミュニティを

交えた協議を行い、地域とともに交通ネットワークの構築を

図ります。 

民間路線バスの維持確保に

向け協議が整った路線数 

市町間の広域交通として、また市内の地域間輸送として重

要な役割を担う民間路線バスについて、定期的に事業者と協

議を行い、既存の路線形態及び運行体制の維持に向けた対応

策について協議します。 

また、既存路線の増減便や路線新設・廃止など、今後の運

行体制の変化などについても適宜把握し、公共交通ネットワ

ーク上での対応策の検討につなげます。 

乗務員確保に対する支援施

策の活用者数 

乗務員確保に係る支援施策の充実により、新たに乗務員と

して従事する人の増加を図ります。計画期間内においては、

年間３人以上の活用を想定します。 

市民を対象にしたバス利用

促進施策（モビリティマネジ

メントを含む）の実施回数 

市民の利用促進を図るための取組みとして、モビリティマ

ネジメントの実施や、既存の地域イベントに公共交通に関す

る出展を行うなど、年 1回以上の取組により、市民が公共交

通に触れる機会を設けます。 

市民バス 1 日あたり利用者

数 

既存利用者については現行の利用者数を維持するととも

に、小規模交通の新設等による公共交通空白地域*の一部解

消による新たな利用者層の確保を図り、利用者増を図りま

す。 

交通結節点を中心とした主

要バス停留所の環境改善数 

本計画期間では、市街地エリアの主要乗降場所であり、乗

継拠点としても重要度の高い鉄道駅と、各地域に点在する地

域拠点の最寄り停留所を対象に整備を図ります。 

市内交通における運行情報

のオープンデータ化済み路

線数 

既存路線、新規路線ともに、市内地域公共交通のすべてに

おいて、市内外への情報発信による利便性向上と、IcT 技術

への活用を見据えたオープンデータの作成を図ります。 
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６ 計画の進捗管理 

６-１ 推進・管理体制 

南魚沼市地域公共交通協議会*において、毎年度、取組の実施状況を確認し、効果を検証し

た上で、改善案等について協議を行います。 

また、計画期間における社会情勢の変化を踏まえ、見直しが必要な場合は、上位・関連計

画との整合を図りつつ、計画の改訂を行っていきます。 

 

推進・管理体制 構成員 役 割 

南魚沼市 

地域公共交通 

協議会 

市民、交通事業者、

警察、国・県の公共 

交通担当者等 

取組の実施状況の確認、効果検証や取組の改

善案等について協議し、計画の進捗管理を行

う。また、必要に応じて、計画の改定に係る

協議を行う。 

 

６-２ 進捗体制 

目標に応じた評価指標の達成状況や取組の進捗状況を確認し、ＰＤＣＡサイクル*【計画

（Ｐｌａｎ）→実施（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→見直し（Ａｃｔｉｏｎ）】による計画

の進捗管理を行います。 

 

  

  

取組みの実施計画の

検討

（Plan）

実証実施

（Do）

実証評価

（Check）

計画・事業見直し・

改善

（Action）

南魚沼市

地域公共交通協議会

5年目3年目 4年目

（計画の評価・見直し）

【C】【A】次期計画

策定に向けた検討

1年目

【D】計画内の各施策の取組み状況や、各目標・指標の達成状況について
年度ごとに確認し、必要に応じて翌年度の取組みを修正します。

【
Ｐ

】
南
魚
沼
市
地
域
公
共
交
通
計
画

（
本
計
画

）
策
定

2年目

計

画

の

進

捗

管

理

次年度の取組み

検討

次年度の取組み

検討

次年度の取組み

検討

次年度の取組み

検討

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施

今年度の取組みの

評価・検証

今年度の取組みの

評価・検証

今年度の取組みの

評価・検証

今年度の取組みの

評価・検証

事業

見直し

事業

見直し

事業

見直し

事業

見直し

事業

見直し

計画の見直し

事業実施

今年度の取組みの

評価・検証

●：確保維持改善事業

※丸番号は開催回数

※これ以外にも必要に

応じて開催

①⇒

計
画
認
定
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業
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検
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画
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次
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検
討
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事
業
の
自
己
評
価
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７ 参考資料 

７-１ 用語集 

【あ行】 

■ICT（アイシーティー：Information and Communication Technology） 

情報・通信に関連する技術一般の総称。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレッ

ト端末など、様々な形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称。（P50 な

ど） 

 

■運行効率化 

乗客が少ない時間の運行時間の見直し・調整、路線の統合、運行便数の削減、ルートや乗

換場所の変更、車両の小型化などによりバスの運行を効率化すること。（P66 など） 

 

■AI（エーアイ：Artificial Intelligence） 

人間の知的ふるまいの一部に関して、ソフトウェアを用いて人工的に再現したもので、日

本語では「人工知能」と訳される。大量の知識データに関して、高度な推論を的確に行うこ

とを目指したもの。（P51 など） 

 

■オープンデータ 

オープンデータは、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、誰もがイ

ンターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、公開されたデー

タであり、近年、公共交通においても、運行情報、駅や停留所の施設情報等をリアルタイム

で提供する取組が進められている。（P70 など） 

 

【か行】 

■公共交通空白地域 

近隣に鉄道駅・バス停留所が設置されておらず、公共交通を利用しづらい地域をいう。本

町では、鉄道駅から 800m 以上、バス停留所から 300m 以上離れた地域とする。（P85

など） 

 

■公共交通ネットワーク 

鉄道、バス、デマンドタクシーなどの公共交通機関がバラバラに存在するのではなく、網

目のように連結する交通網をいう。公共交通網と同義語。（P19 など） 

 

■公共交通利用圏域／カバー圏域 

鉄道やバス等が、無理なく利用できる圏域のこと。本市では、鉄道駅 800ｍ、バス停留

所 300ｍ範囲のこと。（P19 など） 
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【た行】 

■地域公共交通協議会 

地域のニーズに応じた多様な形態の運送サービスの普及を促進し、旅客の利便を向上させ

るため、地域の実情に応じた公共交通の運行の態様及び運賃・料金、事業計画などについ

て、地方公共団体が主宰者となり、地域の関係者による合意形成を図る場として、平成 18

年 10 月の改正道路運送法に位置付けられたもの。（P86 など） 

 

■地域公共交通計画 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（令和 2 年 11 月改正）に基づき、目指すべ

き地域の姿を実現するための公共交通サービスに関する計画。地域の移動手段を確保するた

めに、住民などの移動ニーズにきめ細かく対応できる立場にある地方公共団体が中心となっ

て、交通事業者や住民などの地域の関係者と協議しながら作成する公共交通政策のマスター

プランとなる。（P1 など） 

 

■地域間幹線系統 

複数市町村にまたがって運行するバス系統。「地域公共交通確保維持改善事業」の補助対

象。 

 

■地域内フィーダー系統 

地域間幹線系統に接続し、地域内の移動を支える支線の役割を担うバス系統。「地域公共

交通確保維持改善事業」の補助対象。 

 

■定時定路線 

利用者の有無にかかわらず、予め定められたルートを定められた時刻に運行する運行形

態。（P51 など） 

 

■デマンド型交通及び AI デマンド交通 

定時定路線の運行方式ではなく、電話予約など利用者のニーズに応じて、運行ルートや運

行ダイヤなどについて、柔軟な運行を行う公共交通の一つの運行形態。中でも、AI の機能を

デマンド交通に取り入れ、運行の効率化と利用利便性の向上を図ったものを AI デマンド交

通という。（P24 など） 

 

■ドアツードア型 

自宅や施設の玄関口から目的施設の玄関口まで直行で移動できる運行形態。（P41 な

ど） 

 

【は行】 

■バスロケーションシステム 

無線通信や GPS（全地球測位システム）を用いてバスの位置情報等を収集し、バス停の

表示板や携帯電話、パソコン等にバスの位置情報を提供するシステム。（P78 など） 
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■バリアフリー 

対象者である障がい者を含む高齢者等の社会的弱者が、社会生活に参加する上で生活の支

障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、又は具体的に障害を取り除

いた事物及び状態を指す。（P50 など） 

 

■PDCA サイクル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）の頭文字を

とったもので、計画を立て、実行し、検証を行ったうえで対策・改善を練るプロセスを循環

させ、マネジメントの品質を高めるための概念のこと。（P86など） 

 

【ま行】 

■MaaS（マース：Mobility as a Service） 

移動全体を１つのサービスととらえ、利用者にとって一元的なサービスを提供する概念・

考え方。（P66 など） 

 

■マスタープラン 

基本となる総合的な計画のことで、地域公共交通計画の場合、公共交通に関する基本的な

方針を定める計画となる。（P1 など） 

 

■待合環境 

鉄道駅やバス停留所付近など、鉄道やバスが到着するまでの時間を過ごす空間・環境のこ

と。（P62 など） 

 

■モビリティ・マネジメント（Mobility Management） 

地域や都市を「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通

手段を適度に利用する状態」へ少しずつ変えていく一連の取組。（P62など） 

 

【ら行】 

■路線の維持確保 

運行の見直しや、利用促進による利用者増加、補助事業等の活用による運行支援などによ

り、継続的な運行を図ること。（P70など） 

 

 

 


